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はじめに

我が国では、世界のいかなる国も経験したことのない急速な人口減少と高齢化が同時に

進み、従来の社会経済システムの変革が迫られています。こうした中、本県では、県政推

進の羅針盤である「第 3次晴れの国おかやま生き活きプラン」に基づき、本格的な人口減

少・長寿社会が到来する令和22（2040）年頃を見据え、20年後、30年後も発展し続ける岡

山を目指して、施策を推進しています。

このプランの重点戦略の一つに「安心で豊かさが実感できる地域の創造」を掲げ、その

重点施策として、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、医療、

介護、介護予防、住まい及び生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの構築を進めるとともに、高齢者の生きがいづくりと社会参加を促進しており、さまざ

まな主体との連携を図りながら、すべての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」の

実現に向けて取り組んでいます。

こうした取組を一層推進するため、75歳以上の後期高齢者人口がピークを迎える令和12

（2030）年、さらに、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22（2040）年を見据

えながら、今後 3年間において本県が取り組むべき高齢者施策等に関して「第 9期岡山県

高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」を策定しました。

今後、本計画を着実に進め、地域共生社会の実現に向け取り組んでまいりますので、県

民の皆さまをはじめ、市町村、保健・医療・福祉等の関係機関・関係団体の方々には、ご

理解とご協力をお願いします。

終わりに、本計画を作成するに当たり、多大なご尽力を賜りました岡山県介護保険制度

推進委員会の委員の方々をはじめ、関係各位並びに貴重なご意見をお寄せいただいた皆さ

まに、心から感謝申し上げます。

令和 6年 3月

岡山県知事　伊原木　隆 太
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第 1章　計画の基本的考え方

第1章　計画の基本的考え方

Ⅰ　計画策定の趣旨等

1　計画策定の趣旨
本県の65歳以上の高齢者人口は、介護保険制度創設当時（平成12（2000）年度）は

約39万人でしたが、令和 4（2022）年10月 1 日時点で約56万人となっており、今後、

令和22（2040）年まで高止まりすることが見込まれています。

また、令和 7（2025）年には、いわゆる団塊の世代全てが75歳以上となり、今後数

年間、後期高齢者人口は増加を続け、これに伴って、要支援又は要介護の高齢者や認

知症高齢者、高齢者のみの世帯の増加等が想定される一方、生産年齢人口の急減が見

込まれることから、介護サービスやサービスを支える人材の確保、日常生活への支援

が必要な高齢者への対応がより大きな課題になると考えられます。

こうした状況において、高齢者が要介護状態等になっても、尊厳を保持し、住み慣

れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、限り

ある社会資源や財源を効果的に活用しながら、必要な保健医療と福祉のサービス提供

体制を計画的に整備するため、本計画を策定するものです。

2　基本理念
高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活

を営むことを可能にしていくため、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常

生活の支援（生活支援）が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を地域の実

情に応じて構築してきました。【図表 1 - 1 】

この地域包括ケアシステムを中核的な基盤として、高齢者をはじめ地域住民が、制

度等の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、

人と社会がつながり、一人ひとり生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしてい

くことのできる地域共生社会の実現を目指します。

また、地域包括ケアシステムを深化・推進していく中で、認知症の人ができる限り

地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指します。

コラム　 １

地域共生社会は、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」と「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と社会が世代や

分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとも

に創っていく社会で、介護保険法に、国及び地方公共団体の責務が規定されています。
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介護保険法
（国及び地方公共団体の責務）
第５条
４　国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当
たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めると
ともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会
の実現に資するよう努めなければならない。

【図表１-１】地域包括ケアシステム

■病院
・急性期、回復期、慢性期
■病院
・急性期、回復期、慢性期

■地域包括支援センター
・ケアマネジャー
(相談業務やサービスの
コーディネートを行います。)

■地域包括支援センター
・ケアマネジャー
(相談業務やサービスの
コーディネートを行います。)

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO等

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・福祉用具
・短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護等
■介護予防サービス

■在宅系サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・福祉用具
・短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・看護小規模多機能型居宅介護等
■介護予防サービス

通所・入所通所・入所通院・入院通院・入院

■自宅・サービス付き高齢者向け住宅等■自宅・サービス付き高齢者向け住宅等

■日常の医療
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

■日常の医療
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局 ■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護等

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護等

※地域包括ケアシステムは、
おおむね３０分以内に必要な
サービスが提供される日常
生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

※地域包括ケアシステムは、
おおむね３０分以内に必要な
サービスが提供される日常
生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

病気になったら･･･

医 療
病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護
介護が必要になったら･･･

介 護

住まい住まい

介護予防・生活支援
いつまでも元気に暮らすために…

介護予防・生活支援
いつまでも元気に暮らすために…

3　計画の性格
本計画は、次のような性格を有するものです。

⑴		 老人福祉法第20条の9第1項に規定する老人福祉計画と介護保険法第118条第1項に

規定する介護保険事業支援計画とを一体のものとして、都道府県が策定する計画です。

⑵		 市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画です。

⑶		 県政の総合的な計画である「第 3次晴れの国おかやま生き活きプラン」の基本方

針等に沿って策定する本県における高齢者施策推進の基本となる計画です。

⑷		「岡山県保健医療計画」及び「医療介護総合確保促進法に基づく岡山県計画」と

整合性を確保するとともに、「岡山県地域福祉支援計画」、「岡山県障害福祉計画」、「岡
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山県医療費適正化計画」、「健康おかやま21」、「岡山県住生活基本計画・岡山県高齢

者居住安定確保計画」、「岡山県地域防災計画」及び「岡山県新型インフルエンザ等

対策行動計画」と調和を保った計画です。【図表 1 - 2 】

⑸		 中長期的な将来を展望し、全ての市町村において地域の実情に応じた介護サービ

スを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図られるようにするこ

とを目的とした計画です。【図表 1 - 3 】

【図表1-2】

【図表1-3】

4　計画の期間
本計画の期間は、令和 6（2024）年度から令和 8（2026）年度までの 3年間とします。

5　施策の達成状況の評価
本計画の達成状況については、毎年度、施策の取組状況や施策に掲げた目標の達成

状況を岡山県介護保険制度推進委員会に報告するとともに、評価を行います。

本計画の達成状況及び評価結果については、県のホームページ等において公表しま

す。
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Ⅱ　老人福祉圏域の設定

介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となる老人福祉圏域

は、保健医療サービス及び福祉サービスの連携を図る観点から、岡山県保健医療計画に

定める二次保健医療圏と一致させ、 5圏域を設定します。【図表 1 - 4 】

また、市町村は、地域包括ケアシステムを構築する単位として、日常生活圏域を設定

します。

【図表１-4】岡山県老人福祉圏域

玉野市玉野市

赤磐市赤磐市
和気町和気町

瀬戸内市瀬戸内市

備前市備前市

吉備中央町吉備中央町

岡山市岡山市

浅口市浅口市

笠岡市笠岡市

井原市井原市
総社市総社市

倉敷市倉敷市

矢掛町矢掛町

里庄町里庄町

早島町早島町

高梁市高梁市

新見市新見市
真庭市真庭市

新庄村新庄村

久米南町久米南町

美咲町美咲町

鏡野町鏡野町 津山市津山市

勝央町勝央町

奈義町奈義町

美作市美作市

西粟倉村西粟倉村

県南東部圏域

県南西部圏域

高梁・新見圏域

真庭圏域 津山・勝英圏域

圏域名 構成市町村（日常生活圏域数）

県 南 東 部
岡山市（36）　玉野市（７）　備前市（３）　瀬戸内市（４）　赤磐市（４）
和気町（１）　吉備中央町（２）

県 南 西 部
倉敷市（26）　笠岡市（５）　井原市（１）　総社市（４）　浅口市（３）
早島町（１）　里庄町（１）　矢掛町（１）

高梁・新見 高梁市（７）　新見市（７）

真 庭 真庭市（６）　新庄村（１）

津山・勝英
津山市（８）　美作市（５）　鏡野町（２）　勝央町（１）　奈義町（１）
西粟倉村（１）　久米南町（１）　美咲町（３）

5 圏 域 142日常生活圏域
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第２章　現状等と計画の目標

Ⅰ　現状等

1　高齢者人口
本県の人口は、平成17（2005）年国勢調査の約196万人をピークに減少傾向にある一

方、65歳以上の高齢者人口は増加が続いており、高齢化率は、令和 2（2020）年国勢

調査で30.4％となっています。

人口の将来推計では、高齢者人口は令和 7（2025）年頃に最初のピークを迎え、そ

の後、令和22（2040）年頃に再びピークを迎える見込みです。

令和 2（2020）年から75歳以上の後期高齢者の人口がピークを迎える令和12（2030）

年までの10年間で、65歳以上74歳以下の人口が約 5万 9千人減少する一方、75歳以上

の人口は約 5万 5千人増加すると推計され、後期高齢者が高齢者全体の約 6割になる

と推計されています。

一方で、15歳から64歳までの生産年齢人口は、減少が続いており、令和 2（2020）

年から令和12（2030）年までの10年間で約 6万 8千人、更に令和22（2040）年までの10

年間で約12万 7 千人減少すると推計されており、少子高齢化がより一層進展すること

が見込まれています。【図表 2 - 1 】

【図表2-１】岡山県の人口構成の変化（推計）
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老人福祉圏域別に見ると、県南東部圏域と県南西部圏域では、高齢者人口は令和22

（2040）年に向けて増加傾向又は横ばいで推移すると推計されています。後期高齢者

の人口は、令和12（2030）年までに 2割以上増加し、その後、令和22（2040）年頃まで、

やや減少すると推計されています。

これ以外の 3 圏域では、令和 2（2020）年頃をピークに、令和22（2040）年に向けて

減少すると推計されています。ただし、後期高齢者の人口は、令和17（2035）年頃まで、

増加傾向又は横ばいで推移すると推計されています。【図表 2 - 2 】【図表 2 - 3 】

【図表2-2】圏域別の人口構成の変化（推計）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（令和 5（2023）年12月公表）

※2000年～2020年は、総務省統計局「国勢調査」
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【図表2-3】岡山県の高齢者人口の推計‥
（単位：千人）

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（令和 5（2023）年12月公表）

※2010年～2020年は、総務省統計局「国勢調査」

※高梁・新見圏域の高齢者人口のピークは、平成17（2005）年頃の25千人。
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2　高齢者のみの世帯数
本県の世帯数は、令和 2（2020）年をピークに減少する推計となっていますが、高

齢者のみの世帯数は、令和22（2040）年まで、増加が続き、特に、高齢単独世帯が増

加すると推計されています。

高齢者のみの世帯の割合は、令和 7（2025）年には約28％になると推計されていま

す。【図表 2 - 4 】

【図表2-4】岡山県の高齢者のみの世帯数の推計‥
（単位：千世帯）

資料：国立社会保障･人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(平成31（2019）

年 4月公表）

※2010年､2015年は、家族類型不詳又は世帯主の年齢不詳の世帯数を按分した世帯数

注 1：高齢夫婦世帯：世帯主が65歳以上の一般世帯のうち、夫婦のみの世帯

注 2：高齢単独世帯：世帯主が65歳以上の一般世帯のうち、世帯人員が 1人の世帯
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3　要支援・要介護認定者数
本県の要支援又は要介護の認定を受けている者（以下「要支援・要介護認定者」と

いう。）の数は、令和 4（2022）年度末で約12万人となっており、近年は約12万人で推

移しています。その内訳は、第 1 号被保険者では85歳以上が58.1％、75～84歳が

30.9％、65～74歳が9.4％で、40～64歳の第 2号被保険者は1.6％です。

第 1号被保険者の認定率（第 1号被保険者に占める要支援・要介護認定者の割合）は、

介護保険制度がスタートした平成12（2000）年度末では13.3％でしたが、平成24

（2012）年度末には20％を超え、その後も20％超で推移しています。【図表 2 - 5 】

令和 4（2022）年度末の認定率は20.9％で、全国平均（19.0％）より高い状況です。

年齢階級別の認定率は、65～74歳は4.5％、75～84歳は18.2％、85歳以上は61.8％

であり、今後、後期高齢者人口が増加する見込であることから、認定者数は増加する

と考えられます。【図表 2 - 6 】【図表 2 - 7 】

【図表2-5】要支援・要介護認定者数の推移

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 5年 3月末は「同（月報）」
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【図表2-6】年齢階級別の認定者数と認定率‥
令和5（2023）年3月末現在（単位：千人）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」

【図表2-7】年齢階級別要支援・要介護認定者数

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」
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要介護度別の認定率をみると、全国と比べ、要支援から要介護 1 までの認定率は、

いずれも高くなっています。【図表 2 - 8 】

【図表2-8】全国、中国地方5県の要介護度別認定率（年齢調整済み）

令和 5年 3月末現在（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」

総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

※認定率を比較するため、地域間の人口構造（性・年齢構成）の差による影響を除いて比較可能

となるよう、全国の第 1 号被保険者の性別・年齢階級別の人口構造を用いて調整計算された認

定率

高齢者の増加に伴い、認定者数は第 9 期（令和 6（2024）～令和 8（2026）年度）期

間中に約 6 千人増加して、令和 8 年度には12万 8 千人になると見込まれます。【図表

2 - 9 】

【図表2-9】圏域別の要支援・要介護認定者数の推計‥
（単位：人）

資料：市町村介護保険事業計画における要支援・要介護認定者数の推計値の集計

※第 2号被保険者数を含む。
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4　介護給付等対象サービスの利用状況
本県の介護給付及び予防給付の対象サービス（以下「介護給付等対象サービス」と

いう。）の受給者数（ 1か月平均）は、平成12（2000）年度の約 4万人から増加を続け、

平成28（2016）年度に10万人を超えました。その後、10万人前後が続いています。【図

表 2 -10】

介護給付等対象サービスの給付費は、平成12（2000）年度の678億円から増加を続け、

令和 4（2022）年度は1,818億円となっています。【図表 2 -11】

今後、後期高齢者人口が増加する見込であることから、受給者も給付費も増加する

と考えられます。

また、介護給付等対象サービスの給付費について、第 1号被保険者一人当たりの給

付費に換算すると、全国平均より高くなっています。【図表 2 -12】

【図表2-10】岡山県のサービス受給者数の推移‥
（単位：千人）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4年度は「同（月報）」

【図表2-11】岡山県の介護給付費（介護予防を含む。）の推移‥
（単位：億円）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4年度は「同（月報）」
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【図表2-12】‥第１号被保険者一人当たり居宅サービス・地域密着型サービス給付費
と施設サービス給付費の全国比較【令和3（2021）年度】

※ 1　特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費は含まない。

※ 2　保険給付費については、第 2号被保険者分を含んだ数値を使用している。

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」
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5　課題
今後、本県の後期高齢者は増加し、高齢者のみの世帯も増加することから、次のよ

うな取組が必要となります。

①		 高齢者の自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防、要介護状態

等の軽減や重度化防止のための地域の実状に応じた取組

②		 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で暮らすことができるようにするための地域

における継続的な支援体制の整備（介護サービスの提供や在宅と施設の連携等）

③		 在宅での医療・介護ニーズを併せ持つ高齢者を地域で支えていくための在宅医療

と介護の連携

④		 ヤングケアラーを含めた家族等の介護負担の軽減や就労継続のための支援

⑤		 認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる

社会の実現

⑥		 地域での支え合い、多様な主体による介護予防や生活支援のサービスの提供体制

の充実

⑦		 高齢者の住まいの安定的な確保

⑧		 災害対策及び感染症対策に係る体制整備等

⑨		 介護サービス及び地域支援事業に携わる質の高い人材の確保

⑩		 介護現場の生産性向上の推進及び介護サービスの質の向上

⑪		 介護保険制度及び介護サービス情報公表制度の周知

⑫		 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析

⑬		 介護給付の適正化



− 15 −

第 2章　現状等と計画の目標

Ⅱ　計画の目標
現状等から中長期的な将来を見据えた目指す姿を踏まえ、第 9期計画の目標を次のと

おりとします。

1　中長期的な将来を見据えた目指す姿
・		 要介護状態等となっても、住み慣れた地域で最期まで尊厳を保持しながら自立し

た日常生活を継続できるように、医療、介護等のサービスが切れ目なく提供できる

体制の構築を目指します。

・		 高齢者をはじめ地域住民が、制度等の枠や、「支える側」と「支えられる側」と

いう従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとり生きがいや役

割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現を目指し

ます。

・		 認知症になっても、本人の尊厳が重視され、できる限り地域のよい環境で自分ら

しく暮らし続けることができる社会の実現を目指します。

・		 医療や介護の専門職とボランティアや自治会などの地域住民が、役割分担しなが

ら協働して支える地域ぐるみの体制の構築を目指します。

・		 高齢者が人との交わりや役割を通じて、できるだけ長く活動的な状態を維持でき

るように、介護予防推進体制の構築を目指します。

・		 住宅施策と連携して、心身の状態や世帯の状況の変化、所得等に応じて住まい方

を選択できる社会の実現を目指します。

・		 現役世代の減少が顕著になっても、地域の実情に応じた介護サービスの提供を継

続できるよう、多様な人材の確保と介護現場の生産性向上を目指します。

2　計画の目標
⑴　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

①　在宅医療と介護の連携の推進

高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で日常生活を継続しながら、必要な医療

と介護が受けられるよう、医療・介護関係団体の協働のための合意形成と連携を

図るなど、市町村の取組を支援します。

②　中重度者を支える在宅サービスの充実

中重度の要介護者の増加が見込まれることを踏まえ、可能な限り住み慣れた地

域で、継続して日常生活を営むことができるよう、市町村が行う家族介護の負担

等を軽減する取組を支援します。

③　認知症施策の推進

認知症の人やその家族ができる限り地域のよりよい環境で自分らしく暮らし続

けることができる社会の実現を目指し、国の認知症施策推進大綱を踏まえた地域

支援体制強化等に向けた市町村の取組を支援します。

また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の基本理念に基づく施策
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の推進に取り組みます。

④　介護予防の推進

リハビリテーション専門職の関与や、他事業との連携、ＰＤＣＡサイクルに沿っ

た推進により、市町村が実施する住民運営の通いの場等の一般介護予防事業を支

援します。

⑤　生活支援体制の整備

高齢者の見守りや家事、外出等高齢者の日常生活を支えることができるよう、

生活支援の担い手の養成や関係者のネットワーク化を行う生活支援コーディネー

ターの養成・配置、通いの場等に自力での参加が困難な高齢者に対する地域資源

を活用した付添機能サービスの構築とその担い手養成など、市町村の取組を支援

します。

また、高齢者など多様な担い手の生活支援サービスへの参画に向けた普及啓発

等に取り組みます。

⑥　住まいの安定確保

高齢者が状態の変化に応じて住まい方を選択でき、要介護状態となっても、住

み慣れた地域での生活を継続できるよう、高齢者の住まいの確保と生活との一体

的な支援の取組を推進します。

⑦　災害対策及び感染症対策の推進

自然災害や新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に備え、衛生・防

護資材の備蓄や職員の応援派遣体制の整備等に取り組みます。

⑵　介護サービス基盤の整備等

①　本計画で見込む介護給付等対象サービスの種類ごとの量に基づき、市町村と連

携し、必要なサービス量の確保に向け、事業者の経営の安定や参入を促進すると

ともに、サービスの質の向上を図ります。

②　本計画の介護保険施設等の必要入所（利用）定員総数に基づき、地域医療介護

総合確保基金を有効に活用し、介護サービス基盤の計画的な整備を推進します。

⑶　人材の確保・育成及び生産性の向上等

①　介護職に限らず介護分野で働く人材の確保・育成を行い、介護現場全体の人手

不足対策を進めます。

また、人材の裾野を広げる観点から、地域のボランティアの確保・育成等の取

組を支援します。

②　介護ロボットやＩＣＴの導入等、生産性向上や資質向上の取組に資する様々な

支援・施策を一括して網羅的に取り扱い、適切な支援につなぐワンストップ窓口

の設置など、総合的な事業者への支援に取り組みます。
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第 2章　現状等と計画の目標

⑷　介護保険制度の公正・円滑な運営

①　介護サービス情報公表制度

介護サービス情報の公表制度がより一層活用されるよう、市町村と連携して制

度の周知を図ります。

②　介護サービス事業者経営情報の調査及び分析

地域において必要とされる介護サービスを確保するため、介護サービス事業者

経営情報に関するデータベースを活用し、県内の介護サービス事業所ごとの経営

情報の把握・分析に取り組みます。

③　介護給付の適正化

介護報酬の審査業務を担う岡山県国民健康保険団体連合会と連携し、市町村の

介護給付適正化の取組を支援します。

コラム　 ２

介護予防に関する事業は、地域の実情に応じて、様々な取組（Ｄ）が行われていますが、

更に効率的効果的に事業を実施するためには、ＰＤＣＡサイクルに沿った評価・分析（Ｃ）

や改善（Ａ）が求められています。

このため、国が提供している、市町村や日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を客観的

かつ容易に把握できる地域包括ケア「見える化」システム等を活用し目標の設定（Ｐ）や

評価・分析を行い、継続的な改善につなげる必要があります。

なお、こうした取組には、高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組を推進するた

めの保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金が活用できます。
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第３章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

Ⅰ　在宅医療と介護の連携の推進

地域包括ケアシステムを深化・推進するためには、高齢者が住み慣れた地域で安心し

て医療や介護を受けられる体制を整備する必要があります。

訪問診療を実施している医療機関数は515施設（県内医療機関の28.6％）（注 1）、歯

科往診サポートセンターに登録する歯科診療所の登録数は415施設（県内歯科診療所の

41.7％）（注 2）、訪問看護事業所数は1,712事業所（注 3）となっています。在宅にお

いて、必要なサービスが提供され、地域で安心して療養できるよう、引き続き、多職種

が連携し、地域で在宅療養を支える体制の構築に取り組む必要があります。

また、在宅療養者の多様なニーズに対応するためには、在宅医療と介護に従事する様々

な職種（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員等）が相互の専門性や役割

について十分に理解し、協働に向けた合意形成と多職種連携を図る必要があります。

在宅医療と介護をよりよくするためには、ケアを提供する側と利用する側がともに、

在宅医療や介護についての理解を深めることが大切です。そして、県民一人ひとりが望

む療養生活を実現するためには、人生の最終段階における療養生活の過ごし方や医療な

どについて家族や医療・介護関係者と話し合い、その希望がかなえられる環境を整える

必要があります。【図表 3 - 1 】

【図表3-１】在宅医療・介護連携推進のイメージ図
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第 3章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

1　在宅医療と介護を支える体制の整備
⑴　協議会を通じた連携

多職種が連携・協働した在宅医療と介護を提供する体制を構築するためには、各

職種が自らの役割と他職種との連携について理解し、的確に役割を果たす必要があ

ります。このため、医療・介護の職能団体の代表者等で構成する「岡山県在宅医療

推進協議会」において、各職種の役割や多職種連携の在り方、各団体の取組等につ

いて協議し、協働に向けた合意形成と医療・介護関係団体間の連携を図ります。

⑵　在宅医療の充実と関係機関の連携の促進

在宅医療を充実させるため、地域での研修や会議等を通じて、24時間体制での在

宅医療や症状悪化時の緊急入院、在宅看取りなどを適切に提供できる体制の構築を

図るとともに、医師会等の関係団体が行う地域包括ケアシステムの深化・推進に向

けた取組等を支援します。

また、医療機関、医師会、介護関係団体、市町村等関係機関と連携し、県民への

在宅医療の普及を進めます。

さらに、地域の実情に応じて、入院から在宅医療へ円滑に移行できるように、か

かりつけ医を中心に、訪問看護ステーション、在宅療養支援病院、薬局、地域包括

支援センター等と連携し、退院時カンファレンスや地域ケア会議等の充実を図りま

す。

⑶　リハビリテーションサービス提供体制の整備

本県の要介護等認定者 1万人当たりのリハビリテーション専門職従事者数（理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士の 3職種合計）及びリハビリテーションサービス

提供事業所数は全国平均を上回っていますが、生活機能の低下した高齢者が増える

ことが見込まれることから、その有する能力を最大限発揮できるよう、生活期のリ

ハビリテーションサービス提供体制の充実を図ります。

また、高齢者の心身の状態が悪化し、医療が必要になった場合、医療保険で実施

する急性期・回復期のリハビリテーションを一時的に利用した後、自宅等に戻って

も日常生活が送れるように、介護保険で実施するリハビリテーションへの切れ目の

ないサービス提供のための連携体制の構築を促進します。

2　在宅医療と介護を支える人材の育成
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、在宅医療と介護を支える人材育成を

図るため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支援専門員協会などの関

係団体で行う専門性向上のための研修の支援や、県・保健所と職能団体・関係団体が

協働で、多職種連携を推進するための在宅医療に関する研修会の開催など、専門職の

資質向上と多職種連携を図ります。

また、高齢単独世帯の増加や在宅看取りの増加等に伴い、地域医療を担う医師等が
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適切に在宅死に対応できるように、研修等を通じて対応力の向上を図ります。

3　市町村の取組への支援
各地域の住民の暮らし方、医療や介護資源等、地域の実情に応じた地域包括ケアシ

ステムを深化・推進するための事業が効果的・効率的に実施できるよう、市町村が開

催する地域ケア会議や研修等への参画・助言等により、市町村の取組を支援します。

また、地域共生社会の実現を目指し、介護保険を利用できない40歳未満の若年者の

介護など、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対する市町村の包括的な支援

体制の構築について、好事例の横展開などの支援を行います。

4　県民の理解の促進及び意思の尊重
医療機関、医師会、介護関係団体、市町村等関係機関と連携を図りながら、県民が

自分らしい療養生活を人生の最終段階まで含めて考え、家族等と話し合い、家族・関

係者に希望を伝え、これをかなえる環境を整えます。そのために、医療・介護関係者

と連携し、県民が自分らしい生活や人生の最終段階における生き方、生命の尊厳につ

いて考えるよう普及啓発を進めます。

また、医療機関・在宅・施設など県民が希望する場所で自分らしい療養生活を送り、

人生の最期を迎えることができるよう、県医師会や県看護協会等と協働して、アドバ

ンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に基づいた支援を進めるため、ＡＣＰの知識技

術の普及及び連携のあり方等に関する研修を行い、質の向上を図るとともに、支援体

制の構築に取り組みます。

コラム　 3　アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

アドバンス・ケア・プランニングとは、患者本人が意思決定できなくなったときに備えて、

患者の目標や価値観などを実際に受ける医療・ケアに反映させるために、今後の治療・療養

について、患者・家族、医療・介護関係者があらかじめ話し合う自発的なプロセスです。こ

のプロセスには、患者に代わって、意思決定を行う信用できる人若しくは人々を選定してお

くことも含まれます。

注 1：令和 2（2020）年厚生労働省「医療施設調査」

注 2：令和 5（2023）年 3月	岡山県歯科医師会調べ

注 3：令和 5（2023）年 3月	岡山県指導監査室
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第 3章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

Ⅱ　中重度者を支える在宅サービスの充実

中重度の要介護者、認知症の高齢者など医療ニーズのある要介護者が、今後増加する

ことが見込まれることから、可能な限り住み慣れた地域で継続して日常生活を営むこと

ができるようにするため、看護を含めたサービス提供体制を強化する必要があります。

そのため、訪問看護サービスの充実・強化が必要であり、市町村、医師会、看護協会、

訪問看護ステーション連絡協議会に対して訪問看護ステーションの規模の拡大や整備を

促します。

また、看護と介護を一体的に提供する「看護小規模多機能型居宅介護」と「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護」のサービスを確保するために、引き続き、市町村に対して開

設経費の助成を行って事業者の参入を促すなど、サービス提供体制の充実が図られるよ

う支援します。【図表 3 - 2 】

①　訪問看護、介護予防訪問看護

訪問看護ステーションから、看護師等が生活の場へ訪問して、看護ケアを提供し、

療養生活を支援するサービスを提供します。

②　看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護（在宅の要介護者や家族の希望等に応じ、在宅サービス

の中心となる「通い」、「訪問」、「泊まり」を総合的に提供するサービス）に訪問看

護サービスを組み合わせたサービスを提供します。

③　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、定時の巡回と利用者の求めによる随時の訪問によって、在

宅の要介護者に訪問介護及び訪問看護サービスを提供します。

【図表3-2】県内の事業所の状況

資料：事業所数は、岡山県指導監査室（令和 5（2023）年 4月 1日現在）

利用者数は、厚生労働省「介護保険事業状況報告（令和 5（2023）年11月月報分）」
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目標指標

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

訪問看護（介護給付におけるサービ
ス利用見込み）

71,840回／月 89,745回／月

看護小規模多機能型居宅介護の利用
者数

351人／月 526人／月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
の利用者数

415人／月 574人／月
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第 3章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

Ⅲ　認知症施策の推進

認知症の人が今後増加することが見込まれるため、国の認知症施策推進大綱を踏まえ、

認知症の人の意思が尊重され、できる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ

とができる社会を目指し、早期から適切なサービスを受けることができる体制の整備や

地域における見守り支援が広がるよう、市町村を支援します。

また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和 5年法律第65号）に基づ

き、国が策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえるとともに、認知症の人とそ

の家族等の意見を聞いた上で、県計画を策定するなど、認知症施策を推進します。

1　普及啓発・本人発信支援
⑴　認知症サポーター等の養成

認知症を正しく理解し、地域や職域で認知症の人やその家族を温かく見守り、支

援する体制を構築するため、認知症サポーターや、その養成講座の講師役を担うキャ

ラバン・メイトを養成します。

また、認知症サポーターが認知症の人にやさしい地域づくりを加速するために

様々な場面で活躍できるよう、県内外の好事例を収集・発信するとともに、市町村

間で情報や意見を交換する機会を設けること等により、市町村の取組を支援します。

【研修修了者数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

認知症サポーター養成講座 224,978人

キャラバン・メイト養成研修 3,249人

⑵　認知症に関する理解促進

認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認

知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め、共生社会の実

現を推進する必要があります。

認知症の日（毎年 9月21日）及び認知症月間（毎年 9月）などの機会を捉えた普

及啓発に取り組むとともに、認知症に関する正しい知識及び理解の促進を図ります。
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⑶　認知症の人本人からの発信支援

認知症の人が活き活きと活動している姿は、認知症に対する社会の見方を変える

きっかけとなり、多くの認知症の人に希望を与えるものです。また、認知症の人が、

できないことを様々な工夫で補いつつ、できることを活かして希望や生きがいを

持って暮らしている姿は、認知症の診断を受けた後の生活への安心感を与え、早期

に診断を受けることを促す効果も期待できます。そのため、認知症の人本人に認知

症の普及啓発に取り組んでもらう地方版希望大使の設置について検討するほか、認

知症の人が自らの意見等を発信する機会として、認知症の人本人が集い、自身の体

験や希望、必要としていること等を本人同士で語り合う「本人ミーティング」の普

及に努めるとともに、市町村がこうした場等を通じて本人の意見を把握し、認知症

の人本人の視点を反映した施策に取り組めるよう支援します。

また、診断直後等は認知症の受容が困難であり、その後の見通しにも不安が大き

いことから、認知症の人本人が相談支援を行うピアサポート活動について、関係団

体等との連携の下、実施方法等について、他地域での実践事例も参考にしながら取

組を進めます。

2　予防
国の大綱では、「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症

になるのを遅らせる」、「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味とされて

おり、運動不足の改善、高血圧等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の

解消や役割の保持等が認知症予防に資する可能性が示唆されていることから、高齢者

が身近に通える住民運営の通いの場の整備等を推進する市町村の取組を支援します。

3　医療・ケア・介護サービス
⑴　早期診断・早期対応を行う医療機関の整備

認知症に係る地域連携の拠点となる認知症疾患医療センターを設置し、早期の鑑

別診断とその初期対応、行動・心理症状と身体合併症の急性期治療に関する対応や

専門医療相談など、専門的な医療を提供しています。引き続き、同センターを中核

として、二次保健医療圏ごとに認知症の人に対する早期診断・早期対応が行える体

制を整備するとともに、アルツハイマー病の疾患修飾薬等による治療が行える体制

等について検討します。
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【認知症疾患医療センターの指定状況】‥
（令和 5（2023）年 4月 1日現在）

二次保健医療圏 センター数（医療機関名）

県南東部保健医療圏 3（岡山大学病院、慈圭病院、岡山赤十字病院（※））

県南西部保健医療圏
3	（川崎医科大学附属病院、倉敷平成病院、きのこエス
ポアール病院）

高梁・新見保健医療圏 1（さきがけホスピタル）

真庭保健医療圏 1（向陽台病院）

津山・英田保健医療圏 1（積善病院）

※岡山赤十字病院は、岡山市が指定

⑵　認知症サポート医の養成

地域の実情に応じた認知症地域医療体制が構築され、認知症の人が発症初期の段

階から継続して適切な医療と介護を切れ目なく受けることができるよう、医師会や

市町村と連携して、認知症の診断に習熟し、医療と介護の連携の推進役となる認知

症サポート医の養成を進めます。

さらに、認知症サポート医等が、地域における認知症の人への支援体制の充実・

強化を図り、また地域における認知症サポート医等の連携を強化することができる

よう、フォローアップ研修を実施します。

【認知症サポート医の数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

岡山県全域 277人

⑶　医師等の認知症対応力の向上

日頃から高齢者の外来診療を行う様々な診療科の医師（かかりつけ医）が、認知

症の初期症状や発症後の対応から家族支援の方法までを幅広く学び、認知症への対

応力の向上を図るための研修を実施します。

また、身体合併症を伴う認知症の人が、入院により認知症が悪化することなく、

適切な治療とケアを受けることができるよう、病院の医師や看護師等が、認知症の

症状の特徴や適切な対応方法について学ぶ研修を実施することにより、認知症の人

が必要な医療を適切に受けられるよう支援します。

さらに、在宅療養を支える看護職員や歯科医師、薬剤師が認知症の疑いのある人

に早期に気づき、かかりつけ医と連携して対応するとともに、状況に応じて口腔機

能の管理や服薬指導等を適切に行えるよう、研修を実施します。
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【研修修了者数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

かかりつけ医認知症対応力向上研修 1,941人

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 2,234人

看護職員認知症対応力向上研修 558人

歯科医師認知症対応力向上研修 913人

薬剤師認知症対応力向上研修 2,063人

⑷　認知症ケアに携わる介護人材の育成

認知症介護に携わる人材の資質向上を図ることにより、認知症の人が本人主体の

適切なケアを受けることができるよう、介護従事者に対し、国の研修体系に沿った

研修をＩＣＴも活用しながら実施します。

【研修の種別と修了者数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

研 修 名 修了者数 概 要

認知症介護基礎研修 2,991人
介護保険施設・事業所等の従事者が、認知
症介護の基礎的な知識及び技術を学ぶもの

認知症介護実践研修
（実践者研修）

10,355人
介護保険施設・事業所等の従事者が、認知
症介護の理念、知識及び技術を学ぶもの

認知症介護実践研修
（実践リーダー研修）

1,352人
実践者研修修了者が、ケアチームのリー
ダーとなるための知識及び技術を学ぶもの

認知症対応型サービス
事業開設者研修

494人
認知症対応型サービス事業の開設者が認知
症介護に関する基本的な知識を学ぶもの

認知症対応型サービス
事業管理者研修

3,429人
認知症対応型サービス事業の管理者が、事
業所の管理・運営に必要な知識及び技術を
学ぶもの

小規模多機能型サービ
ス等計画作成担当者研
修

874人
小規模多機能型居宅介護事業所等の計画作
成担当者が、計画作成に必要な知識及び技
術を学ぶもの

認知症介護指導者養成
研修

49人
認知症介護実践研修を企画・立案し、講義
を行うことのできる人材を養成するもの

認知症介護指導者フォ
ローアップ研修

25人
認知症介護指導者の教育技術の向上を図る
もの
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4　地域で支える体制の整備
⑴　認知症の人とその家族への支援

認知症の人の家族の精神的身体的負担は大きく、ともすれば地域からの孤立感を

感じることとなっています。認知症の人の家族への支援を行うことが、認知症の人

の生活の質の改善にもつながるとの観点に立って、家族介護者の負担軽減や生活と

介護の両立を支援する取組を推進します。

認知症の人やその家族が、悩みやストレスを抱え込んでしまうことのないよう、

社会福祉士や介護支援専門員、保健師等の専門職が対応する「おかやま認知症コー

ルセンター」を設置し、認知症に関する相談に対応しています。また、介護する家

族等の交流会等を実施するほか、様々な取組を支援し、家族の不安や悩みによる心

の負担の軽減に努めます。

⑵　若年性認知症の人への支援

若年性認知症の人については、当事者本人への支援だけではなく、その家族や関

係者等も含めた総合的な支援を講じていく必要があります。

若年性認知症の専用相談窓口として設置した「おかやま若年性認知症支援セン

ター」に若年性認知症支援コーディネーターを配置し、面談や戸別訪問等の個別支

援を充実させていきます。

また、若年性認知症の人やその家族等が集まる交流会を定期的に開催し、孤立を

防ぎ、ピアサポーターとして相互に支えあう場を作ります。

併せて、就労・社会参加のネットワークを構築するとともに、若年性認知症の人

が適切な支援を受けられるよう市町村や地域包括支援センター等との広域的な連携

強化に努めます。

⑶　市町村の取組の支援

全ての市町村に配置されている認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進

員が、地域の実情に応じて効果的に機能するよう、県内外の好事例を収集・発信す

るとともに、市町村間で情報や意見の交換を行う機会を設けるなど、市町村の取組

を支援します。

また、認知症の人やその家族の見守りや外出支援などのニーズと認知症サポー

ターを中心とした支援者をつなぐ仕組みとして「チームオレンジ」を整備する市町

村の取組を支援します。
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⑷　成年後見制度の利用促進

成年後見制度の利用者数は増加傾向にあるものの、その数は認知症の高齢者の数

と比較して著しく少なく、高齢者の権利擁護の観点からも制度の利用を促進する必

要があります。

認知症高齢者や単独世帯の高齢者の増加が見込まれる中で、成年後見制度の利用

の促進に関する法律に基づき、県内どの地域においても必要な人が成年後見制度を

利用できる体制の整備が進むよう、制度について普及啓発を図り、早期の段階から

の相談などの実施により、権利擁護の支援が必要な人を発見し、制度の利用につな

げるとともに、成年後見制度を利用する人の権利擁護が図られるよう、市町村の取

組を支援します。

また、成年後見の担い手として市民の役割が高まることも考えられることから、

市民後見人の育成やその活躍支援のため、市民後見人養成研修の実施や市町村によ

るフォローアップ研修の支援などを行います。

⑸　行方不明の認知症高齢者への対応

認知症高齢者の増加が見込まれる中で、行方不明となる認知症高齢者の増加も予

想され、早期発見につなげる対策が必要です。

認知症高齢者が行方不明となった際に、関係者等による捜索、発見、通報、保護

が速やかに行われるよう、市町村内や県内外における広域見守りネットワークづく

りを推進します。
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目標指標
普及啓発・本人発信支援

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

認知症サポーター養成講座受講者
数

224,978人 280,000人

医療・ケア・介護サービス

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

認知症サポート医養成研修修了者
数

277人 365人

かかりつけ医認知症対応力向上研
修修了者数

1,941人 2,200人

病院勤務の医療従事者向け認知症
対応力向上研修修了者数

2,234人 2,900人

看護職員認知症対応力向上研修修
了者数

558人 730人

歯科医師認知症対応力向上研修修
了者数

913人 1,360人

薬剤師認知症対応力向上研修修了
者数

2,063人 3,030人

認知症介護実践研修（実践者研修）
修了者数

10,355人 11,700人

認知症介護実践研修（実践リー
ダー研修）修了者数

1,352人 1,570人

認知症介護指導者養成研修修了者
数

49人 52人

地域で支える体制の整備

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

チームオレンジ設置市町村数 6市町村 27市町村
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Ⅳ　地域支援事業の推進

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介

護状態となった場合でも、住み慣れた地域での自立した生活を可能な限り継続できるよ

う、市町村が主体となって実施する事業です。

市町村は、地域支援事業を核に、医療や介護の専門職と地域住民が、それぞれの役割

を果たしつつ、協働して地域づくりに取り組む体制を整えながら、全ての人が、高齢者

介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や「支える側」「支え

られる側」という関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがい

や役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的な社会である地域共

生社会の実現を目指し、その中核となる地域包括ケアシステムを深化・推進しています。

地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

において多様なサービス等を担う事業主体には、行政のほか、民間企業、協同組合、

ＮＰＯ、ボランティア、社会福祉法人等があります。これらの事業主体の支援や協働体

制の充実・強化を図るとともに、地域住民の主体的な参画を促進することが重要です。

今後は、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて、医療と介護の連

携強化などによる地域包括ケアシステムの深化・推進や、地域の実情に応じた介護予防

等や地域づくり等に取り組むことが求められています。

県は、市町村の地域支援事業の進展、充実に向けて、様々な方法で支援します。

地域支援事業の構成

介護予防・日常生活支援総合事業
○介護予防・生活支援サービス事業（要支援者、基本チェックリスト該当者等が対象）

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食・安否確認等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業（全ての高齢者が対象）
・住民運営の通いの場の充実
・地域リハビリテーション活動の促進

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営・機能強化（地域ケア会議の充実）
○在宅医療・介護連携の推進
○認知症施策の推進（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員の配置）
○生活支援サービスの体制整備（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

任意事業
○介護給付適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業（成年後見制度利用支援、住宅改修支援等）

1　市町村サポートチームの設置
市町村の地域包括ケアシステムの深化・推進が図られるよう、県に保健師・看護師、

作業療法士、社会福祉士等で構成された市町村サポートチームを設置して、地域ケア
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個別会議や生活支援コーディネーター養成等の事業に係る相談支援や助言等により、

市町村を支援します。【図表 3 - 3 】

【図表3-3】県による市町村支援体制

2　地域包括支援センターの機能強化
地域包括支援センターは、高齢者をはじめとした地域住民の身近な相談窓口として、

全ての市町村に設置され、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の 3職種が医療・

介護全般に関する総合的な相談に対応しながら、支援の必要な高齢者を必要な介護

サービスにつなぐとともに、ヤングケアラーを含む家族介護者の相談支援のほか、介

護予防から高齢者の権利擁護まで幅広く対応しています。このため、地域包括支援セ

ンター職員は、医療や介護の様々な機関と連携して適切な対応ができるよう、常に新

しい情報を取り入れながら、知識や技術を高めていくことが求められます。

県は、地域包括支援センター職員の資質向上を図るため、初任者からベテランまで

のそれぞれのキャリアに応じて、相談援助や家族調整等のケアマネジメントのほか、

地域特性の把握や地域連携等の地域マネジメントの実践力を高める研修会を開催する

とともに、先進事例や最新情報等の提供を行います。【図表 3 - 4 】

また、質と量の両面で地域包括支援センターの業務が増大する中、業務の進め方の

見直しや各専門職がそれぞれの役割を発揮しながら連携して行うチームケアの在り方

等、地域包括支援センターごとに抱える課題の解決に向けて、市町村サポートチーム

による相談等の支援を行います。
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【地域包括支援センターの設置数】‥
（令和 5（2023）年 4月末時点）

設置主体 市町村（直営） 法人（委託） 合計

センター数（構成比） 14（20％） 57（80％） 71

【図表3-4】県の研修体系

3　地域ケア会議の推進
地域包括ケアシステムを深化・推進するには、市町村と多様な職種や機関が連携・

協働するネットワークづくりが重要であり、地域ケア会議は、ネットワークづくりの

有効な手段となります。地域ケア会議の開催により、多職種が協働して要支援・要介

護者の抱える課題の背景にある要因を探り、課題解決に向けた支援を行うことが可能

となるだけでなく、これらの課題分析の積み重ねを通じて、地域に共通する課題を整

理し、市町村の政策形成にまで展開することが可能となります。

このため、市町村は、保健・医療・福祉の多職種により要支援者等の自立支援の方

法を検討する「地域ケア個別会議」と、そこから浮かび上がった行政課題について関

係機関を交えて検討する「地域ケア推進会議」を重層的に実施する必要があります。

市町村は、要支援・要介護者が地域での生活を継続できるように、地域ケア会議を

通じて、医療と介護の連携を強めながら、関係機関や職種間の連携体制を整備する必

要があります。

県は、総合事業における要支援者の自立支援と高齢者の地域活動への参加を通じた

介護予防を目指して、全ての市町村において、多職種が参集し、限られた時間で効率

的・効果的に自立支援の検討を進められるよう、市町村サポートチームによる他自治

体の取組の情報提供などを通じて、地域ケア個別会議の定着に向けた支援を行います。

また、地域ケア個別会議が医療ニーズの高い要介護者に対応し、医療と介護の連携が

機能するように、市町村や地域包括支援センターの職員、介護支援専門員等を対象と

した研修会の開催や、地域ケア会議の運営を担うリーダー（進行役）の育成を行いま

す。
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【地域包括支援センター職員資質向上研修】

目標指標

指 標 名
現 状

令和 4 (2022)年度
目 標

令和 8 (2026)年度末

多職種協働による地域ケア個別会議を
定期開催している市町村数

17市町村 27市町村

地域ケア個別会議に係る研修修了者数 825人 1,025人

コラム　 4

地域ケア会議は、介護保険法に規定されています。（平成27（2015）年度施行）

（会議）
第115条の48　市町村は、第115条の45第２項第３号に掲げる事業（※）の効果的な実施の
ために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その
他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議（以下この条において「会議」と
いう。）を置くように努めなければならない。
２　会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定
める被保険者（以下この項において「支援対象被保険者」という。）への適切な支援を図る
ために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営
むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

※地域支援事業（包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び
施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状
況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生
活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
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Ⅴ　介護予防の推進・生活支援の体制整備
平均寿命の延伸により、長い高齢期を過ごす時代となり、心身ともに元気な状態でい

られる期間をできるだけ長く伸ばしていくこと、さらに、要介護状態となっても、可能

な限り重度化を防ぐこと、すなわち介護予防は、介護保険制度を維持する上で、最も重

要な課題です。

また、単身又は夫婦のみの高齢者世帯の増加により、見守り・安否確認、外出支援、

買物・調理・掃除等の家事、金銭管理、ごみ出し等の日常的な生活支援を必要とする高

齢者が増加しています。

このため、地域住民やサービス事業者等に対して、介護予防や自立支援に関する理解

を促しながら、地域ぐるみで介護予防に取り組む環境をつくるとともに、全国一律の介

護保険サービスでは対応しきれない高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するため、地

域の実情に応じたきめ細かい柔軟なサービスの提供が求められています。

1　通いの場の普及
市町村は、高齢者が定期的に集う通いの場への参加者を増やす取組を進めています。

県は、介護予防に有効とされる週 1回以上、住民運営で体操を行う通いの場の普及

を進めています。また、県内の先進事例を横展開するため、住民運営のノウハウ提供

や通いの場の情報紙を作成するとともに、通いの場参加者やボランティアが一堂に会

し交流を深めるフォーラムを通じて、広く県民に通いの場の魅力を発信します。さら

に、地域の実情に応じた通いの場の立ち上げ支援を行うなど市町村の取組を支援します。

また、県は、市町村が介護予防の効果を確認しながらＰＤＣＡサイクルを回すこと

ができるよう、専門家の協力を得ながらデータ収集・分析等の支援を行います。

【通いの場の様子】
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2　住民互助による通所付添活動の普及
市町村が実施する総合事業の更なる充実に向けて、通いの場をはじめとした通所に

自力では参加が難しくなった高齢者が、家に閉じこもることなく、通所の利用を継続

できるようにするため、県は、住民互助による付添活動の担い手である通所付添サポー

ターの養成を行うとともに、通所付添サポート事業（※コラム 5）の実施を通じて通

所付添活動の普及を図ります。【図表 3 - 5 】

【図表3-5】住民互助による通所付添活動

コラム　 ５　　平成２9（２0１7）年度開始　通所付添サポート事業

〈県内での活動の広がり〉
○吉備中央町では、住民の自主運営で毎週開催する高齢者の「通いの場」が、 4地区あっ
たが、自力で参加できない高齢者への対応が課題となっていたことから、県の事業を活
用して、「吉備中央町通所付添サポート隊」を結成し、住民互助の付添活動をスタート
〇その後、付添活動は令和 ５年までに県内の１１市町村に広がった。また、通いの場だけで
なく、住民主体のデイサービス（矢掛町）や通所入浴サービス（奈義町、赤磐市）など、
多様なサービスの場で通所付添活動が行われている。
〈活動概要〉
○主に５0代から70代までの元気な高齢者が、県の講習を修了し、通所付添サポーターとし
て登録。二人一組になって、通いの場への自力参加の困難な高齢者を、徒歩や車で通い
の場まで移動支援する。
○車両は、社会福祉法人の車両や市町村契約のリース車両等を利用
○利用者は、片道１00円程度を付添料金として負担し、市町村は付添活動団体に活動費を
補助
〈県の支援〉
○通所付添サポート事業では、活動の立ち上げに必要な費用を補助するとともに、ＮＰＯ
法人移動ネットおかやまの協力により、準備段階から活動開始後に事業が軌道に乗るま
でアドバイス等を実施



− 36 −

3　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進
高齢者の健康保持・フレイル対策の重要性が今後一層高まることを踏まえ、高齢者

の心身の多様な課題に対応し、きめ細かい支援を実施するため、国では令和 2年度か

ら、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」を推進しています。これにより、

高齢者の身近な立場で保健事業や介護予防を実施している市町村と後期高齢者医療広

域連合が連携し、後期高齢者の保健事業について、国民健康保険の保健事業や介護保

険の地域支援事業と一体的に実施する枠組みが整備され、令和 6（2024）年度までに

全ての市町村での実施を目指すこととなっています。

県は、後期高齢者医療広域連合や国民健康保険団体連合会と連携し、全ての市町村

において「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」の取組が推進されるよう、

好事例の横展開や必要な助言、医療・介護等関係団体との調整等を行います。【図表

3 - 6 】

【図表3-6】高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（イメージ図）
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4　リハビリテーション専門職による市町村支援の促進
高齢者に対する自立支援や重度化防止など効果的な介護予防を推進するには、リハ

ビリテーション専門職が、市町村に出向き、地域ケア個別会議のほか、通所や訪問、

住民運営の通いの場等に関わりながら、生活環境の調整も含めた総合的な対応を行う

必要があります。

県は、職能団体や県医師会、県病院協会等の協力の下に構築した広域派遣調整の仕

組みを通じて、リハビリテーション専門職が市町村の支援を安定的に継続できるよう、

市町村事業に参加協力できるリハビリテーション専門職の確保等を行います。【図表

3 - 7 】

【図表3-7】リハビリテーション専門職の市町村支援のしくみ

※ 1 ：岡山県リハビリテーション専門職団体連絡会

※ 2 ：ＰＴ：理学療法士　ＯＴ：作業療法士　ＳＴ：言語聴覚士

5　健康寿命の延伸
高齢者が、生産活動や地域活動に積極的に参加し、趣味や娯楽活動等で交友を深め、

家庭内でも役割を担うとともに、健康の更なる保持増進ができるよう、健康に焦点を

当てた取組を実施し、平均寿命の延伸を上回る健康寿命の延伸を目指します。

⑴　高齢者の「低栄養」、「脱水」の予防

食欲の低下などから起こる「低栄養」、口渇感の低下などから起こる「脱水（水

分摂取量の不足）」、誤嚥性肺炎にもつながる「口腔ケアの不足」が起きないよう、

愛育委員や栄養委員等と連携し、高齢者だけでなく、ケアに従事する人など広く県

民に普及啓発を進めます。

⑵　高齢者の日常生活の活発化

高齢者の運動器（骨、関節、筋肉など）の衰えをできるだけ防ぐため、適度な運

動の実践を進めるほか、社会とのつながりを持ち続け、活動的な生活を送ることが

できるよう、市町村や関係機関と連携して、愛育委員などの健康づくりボランティ
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ア活動のほか仕事や趣味、家庭での役割を持つなど、積極的な社会参加を促進しま

す。

6　生活支援コーディネーター等の養成
市町村は、生活支援・介護予防サービスの担い手として、ＮＰＯ、ボランティア団

体等の多様な主体が高齢者の在宅生活を支えることができるよう、地域の関係機関・

団体・住民等からなる協議体の設置や、生活支援コーディネーターの配置を行ってい

ます。生活支援コーディネーターは、地域のニーズや資源の把握、民間事業者やボラ

ンティア団体等関係者のネットワークづくり、担い手の養成等を通じて、コミュニティ

を再構築しながら地域の支え合い体制を構築する役割を担っています。

また、就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施し

たい事業者等をマッチングし、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する役割

を担う就労的支援コーディネーターについても、市町村において配置の検討が行われ

ています。

県は、生活支援コーディネーターや就労的活動支援コーディネーターとなる人材を

計画的に養成するとともに、その資質向上を図るため、養成・現任研修を充実させ、

市町村が必要とする人材の安定的な確保を図ります。【図表 3 - 8 】

【図表3-8】生活支援コーディネーターの養成
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7　活動の支援と社会参加の促進
⑴　多様な担い手の参画に向けた啓発

地域の実情に応じたきめ細やかで柔軟なサービスを拡充するためには、介護サー

ビス事業者以外に、ＮＰＯ、ボランティア団体等の多様な担い手の参画を促進する

必要があります。

県は、高齢者の生活支援に携わるＮＰＯと協働して、県民向けのフォーラムやワー

クショップを開催し、県内外の先駆的な取組や地域づくりの魅力を発信しながら、

多くのシニア世代が担い手として活躍できるよう機運の醸成を図ります。

⑵　老人クラブの活動支援

高齢者が、世代間の交流や相互支援の活動のほか、地域の担い手となって体操教

室や食事会など通いの場の運営等に携わることは、これからの健康長寿の地域づく

りに欠かせないことから、老人クラブのボランティア活動等を支援します。

⑶　シルバー人材センター事業の支援

定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた臨時的かつ短期的

又は軽易な業務を提供するシルバー人材センター事業の普及・拡大や就業機会の確

保を図るため、岡山県シルバー人材センター連合会の活動を支援します。

⑷　ねんりんピック

ねんりんピック（全国健康福祉祭）は、高齢者のスポーツ・文化をはじめ、健康

や福祉に関する多彩なイベントが開催される全国大会で、毎年、都道府県の持ち回

りで行われています。県では、選手団を派遣し、高齢者の社会交流の機会拡大を図

ります。
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目標指標

指 標 名
現 状

令和 4 (2022)年度
目 標

令和 8 (2026)年度末

通いの場の参加率
6.1％

（令和 3（2021）年度）
8％

市町村を支援することができるリハビ
リテーション専門職数

771人 970人

生活支援コーディネーター等研修修了
者数

247人 450人

通所付添サポーターの養成数 520人 720人

住民互助による通所付添活動の実施団
体数

22団体 30団体
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Ⅵ　住まいの安定確保

住まいは生活の基盤であり、介護保険サービスの利用の有無にかかわらず、バリアフ

リー等の配慮がなされた住まいで一定の生活支援を受けることができれば、地域での生

活を継続していくことが可能な高齢者も少なくありません。地域包括ケアシステムでは、

高齢者が状態の変化に応じて住まい方を選択できるようにしながら、要介護状態となっ

ても、必要な医療・介護・生活支援サービスを利用して、住み慣れた地域での生活を継

続できるようにすることを目指しています。このため、地域包括ケアシステムの前提と

なる高齢者の住まいの安定確保に向け、様々な取組を進めます。

1　住宅のバリアフリー
高齢者の身体状況に応じた安全で動きやすい住宅に改修するため、リハビリテー

ションや建築の専門チームによる相談体制を市町村に構築することを促進します。

改修費用については、介護保険による住宅改修費の給付を基本としつつ、市町村が

給付の上乗せを行う事業への助成を行います。

また、改修費用の自己資金が捻出できない高齢者に対しては、岡山県社会福祉協議

会の生活福祉資金貸付制度等についての情報提供を行います。

さらに、バリアフリー改修に対する各種融資制度の活用等による、住宅のバリアフ

リー化を促進します。

2　公営住宅
公営住宅については、高齢者向けの住宅など地域における住宅需要を勘案し、地域

の特性に応じた整備を行います。

また、生活指導・相談・安否確認、緊急時対応等のサービスが受けられるシルバー

ハウジングの効率的活用を進めます。【図表 3 - 9 】

【図表3-9】シルバーハウジングの状況

区 分 県 営 住 宅 岡山市営住宅 倉敷市営住宅

団 地 数 2 2 1

戸 数 43 68 15

資料：岡山県住宅課（令和 5（2023）年 4月 1日現在）
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3　有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が、介護ニーズの受け皿として役

割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの有料老人ホーム

の届出促進や指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して、質の確保に努めま

す。

⑴　有料老人ホーム

有料老人ホームは、老人福祉法に基づく、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食

事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のうちいずれか 1つ以上のサービ

スを行う施設で、介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付」、

介護が必要となった入居者が訪問介護等の外部の介護サービスを利用することがで

きる「住宅型」、健康な状態にある者を対象とした「健康型」の 3種類があります。

全国の有料老人ホーム情報については、介護サービス情報公表システムの「生活関

連情報」で検索できるようになっています。

県は、「岡山県有料老人ホーム設置運営指導方針」等に基づき、有料老人ホーム

の設置及び運営に関する助言や指導を行い、良好な居住環境及び生活支援サービス

の確保を図ります。【図表 3 -10】

⑵　サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の単身又は夫婦のみ世帯等のための賃

貸住宅であり、状況把握サービスと生活相談サービス等の福祉サービスが付加され

ています。設置者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、県（指定都

市、中核市）の登録を受けることができ、登録された物件は、全国で一元化された

ホームページで検索できるようになっています。

県は、登録物件に対する定期的な報告依頼や立入指導等により、適正な運営を確

保するとともに、市町村と連携し、サービス付き高齢者向け住宅の供給の安定に取

り組みます。【図表 3 -11】【図表 3 -12】
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【図表3-10】圏域別の有料老人ホームの入居定員総数

有料老人ホーム（サービス付き
高齢者向け住宅を含まない。）

施設数 定員（人） うち特定施設入居者生活介護
の指定を受けていないもの

県 南 東 部 圏 域 111 3,438 1,716

県 南 西 部 圏 域 88 3,259 1,285

高 梁・ 新 見 圏 域 2 57 29

真 庭 圏 域 1 21 21

津 山・ 勝 英 圏 域 21 467 188

県 計 223 7,242 3,239

資料：岡山県指導監査室（令和 5（2023）年10月 1 日現在）

【図表3-11】圏域別のサービス付き高齢者向け住宅の戸数

サービス付き高齢者向け住宅 施設数 戸数 うち特定施設入居者生活介護
の指定を受けていないもの

県 南 東 部 圏 域 80 2,359 2,344

県 南 西 部 圏 域 36 989 886

高 梁・ 新 見 圏 域 0 0 0

真 庭 圏 域 0 0 0

津 山・ 勝 英 圏 域 7 194 194

県 計 123 3,542 3,424

資料：岡山県住宅課・指導監査室（令和 5（2023）年10月 1 日現在）

【図表3-12】岡山県におけるサービス付き高齢者向け住宅戸数の推移

資料：岡山県住宅課（各年度 3月31日現在）
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4　養護老人ホーム等
要介護認定の該当にならない高齢者のうち、経済的理由等で在宅での生活が困難な

高齢者の住まいについては、養護老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）の活用

を図ります。

また、高齢等のため独立して生活することに不安のある高齢者の住まいとして、介

護支援機能及び居住機能、交流機能を総合的に提供する複合型施設である生活支援ハ

ウス（高齢者生活福祉センター）が整備されており、この施設の有効活用を図ります。

【図表 3 -13】【図表 3 -14】

【図表3-13】養護老人ホーム等の概要

区 分 概 要 施設数 定員（人）

養護老人ホーム

老人福祉法に基づく、環境上の理由及び経済
的理由により居宅において養護を受けることが
困難な高齢者を市町村の措置により入所させ、
養護するとともに、自立した日常生活を営み、
社会的活動に参加するために必要な指導及び訓
練等を行うことを目的とする施設

22 1,291

軽費老人ホーム 
（ケアハウス等）

老人福祉法に基づく、無料又は低額な料金で
高齢者を入所させ、食事の提供等の日常生活上
必要な便宜を供与することを目的とする施設

69 2,616

生活支援ハウス 
（高齢者生活福
祉センター）

60歳以上のひとり暮らしや夫婦のみの世帯に
属する者等で、高齢等のため居宅での生活に不
安がある者に対して、介護支援機能、居住機能
及び交流機能を総合的に提供する小規模な複合
型施設

7 67

資料：岡山県長寿社会課（令和 5（2023）年 4月 1日現在）
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【図表3-14】‥圏域別の養護老人ホームの必要入所定員総数及び軽費老人ホームの入所
定員総数の見込み

養護老人ホーム
令和 5（2023）年度 令和 8（2026）年度

施設数 定員(人) 施設数 定員(人)

県南東部圏域 10 550 10 550

県南西部圏域 4 279 4 259

高梁・新見圏域 2 110 2 110

真 庭 圏 域 1 42 1 42

津山・勝英圏域 5 310 5 310

県 計 22 1,291 22 1,271

軽費老人ホーム
令和 5（2023）年度 令和 8（2026）年度

施設数 定員(人) 施設数 定員(人)

県南東部圏域 32 1,207 32 1,207

県南西部圏域 22 904 22 904

高梁・新見圏域 4 90 4 100

真 庭 圏 域 4 128 5 141

津山・勝英圏域 9 330 9 330

県 計 71 2,659 72 2,682

資料：岡山県長寿社会課

コラム　 ６

全国の都道府県等に登録された全てのサービス付き高齢者向け住宅が、オンラインで公開さ

れています。

登録住宅の検索サイトのURL　https://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php
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Ⅶ　多様な高齢者施策

1　高齢者虐待防止対策の推進
高齢者の尊厳を保持するため、高齢者虐待を防止することは極めて重要です。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者

虐待防止法」という。）では、高齢者虐待の早期発見・早期対応を主眼に、行政をは

じめ関係機関等が連携して、その防止に取り組むことを定めています。

本県の高齢者に対する虐待件数について、令和 4（2022）年度は、通報件数553件の

うち虐待があったと判断されたものは302件となっています。【図表 3 -15】

県は、高齢者虐待はあってはならないとの強い認識の下、市町村や地域包括支援セ

ンターの職員や介護事業者などが、高齢者虐待防止法の趣旨等を理解し、虐待の早期

発見・早期対応ができるよう研修等を行うとともに、あらゆる機会を通じ、高齢者虐

待の防止に関する啓発を行うほか、特に介護サービス事業者に対しては、集団指導等

を通じ、虐待の発生防止や行政への早期通報など、高齢者虐待防止法に則った対応の

徹底を図ります。

また、介護経験が少なく技術に不安のある介護職員の初任者研修や研修期間中の代

替職員の確保など、介護職員の資質向上のための支援を行います。

さらに、家族関係への介入など、継続して粘り強い対応が求められる困難事例が多

い養護者による虐待への対応については、市町村担当職員の研修や法律相談窓口の設

置、県民向けパンフレットの配布など、市町村への支援等を行います。

【図表3-15】市町村への通報等の状況

令和 2年度
（2020）

令和 3年度
（2021）

令和 4年度
（2022）

養護者による高齢者 
虐待

通報件数 520 505 524

うち虐待確認件数 299 288 288

要介護施設従事者等 
による高齢者虐待

通報件数 25 20 29

うち虐待確認件数 7 6 14

合計
通報件数 545 525 553

うち虐待確認件数 306 294 302

資料：岡山県指導監査室・長寿社会課
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2　老人福祉センター
健康の増進、教養の向上、レクリエーション等を目的とした施設です。地域の実情

に応じて、介護予防の様々な活動の場として活用するなど、効果的な利用を促進しま

す。

老人福祉センター（令和 5（2023）年度） 32施設

3　在宅介護支援センター
地域住民等からの相談に応じ、様々な保健、福祉、介護サービスが総合的に受けら

れるように、市町村、サービス事業者、居宅介護支援事業所等との連絡調整に当たる

施設です。地域の実情に応じて、地域包括支援センターとの連携等による効果的な利

用を促進します。

在宅介護支援センター（令和 5（2023）年度） 31施設

4　障害福祉サービス事業者との連携強化の促進
障害福祉サービスを受給している障害者が65歳に到達し、介護サービスに移行した

ときなどは、介護保険サービス事業者と障害福祉サービス事業者間の連携が必要です。

このため、利用者、家族を含め関係サービス事業者等が一堂に会するサービス担当

者会議に、障害福祉サービス事業者の参画を求める等により、情報共有を促進します。

また、サービス等利用計画を介護保険サービス事業者も共有し、切れ目のない支援

が円滑に行われる体制構築を促進します。

さらに、平成29（2017）年に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律により介護保険法が改正され、障害福祉サービス事業所であれば、

訪問介護、通所介護等の居宅サービス等に係る事業所の指定も受けやすくする特例（共

生型居宅サービス事業者の特例等）が設けられており、制度の周知を図ります。

5　長期入院している精神障害のある人の地域移行
精神科病院の入院患者は、新規入院者のうち約 9割は 1年未満で退院している一方、

入院患者3,740人のうち、入院期間が 1年以上の患者が2,092人（56％）います。また、

入院期間 1 年以上の患者のうち、65歳以上は1,441人（69％）います。入院期間が 1

年以上になると退院が困難となるため、高齢の長期入院患者の退院支援、地域移行が

課題となっています。【図表 3 -16】

精神科病院に長期に入院している精神障害のある人の地域生活への移行を進めるた

め、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図る必要があります。

このため、県では、保健・医療・福祉の従事者、当事者団体、行政機関等で構成す

る「精神障害者地域移行推進検討会」を設置し、地域生活への円滑な移行に向けた支

援体制について検討します。
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精神科病院や地域援助事業者（注 1）とピアサポーター（注 2）等の連携を強め、

住まいの確保を含む退院環境の整備や地域生活への移行に向けた支援を進めます。

退院後の医療受診が途絶えがちで病状が不安定な人のためには、医療と保健福祉等

の多職種チームによる訪問支援により地域生活の定着に向けた支援を行います。

高齢者が退院する場合には、介護との連携を深め、介護サービスの利用も図りなが

ら、地域移行を進めます。

【図表3-16】入院期間別患者数の推移

資料：厚生労働省「精神保健福祉資料」

6　災害対策の推進
「南海トラフ地震」等の大規模災害が想定されているほか、最近は集中豪雨や台風

等による大規模な風水害が各地で頻発するなど、自然災害の発生リスクが高まってお

り、高齢者をいかにして守るかが課題となっています。

特に、平成28（2016）年 8 月の台風第10号災害では、岩手県の高齢者グループホー

ムにおいて多数の利用者の尊い生命が奪われるなど、施設入所者の被災も相次いでい

ます。このため、平成29（2017）年 6月に水防法・土砂災害防止法の一部が改正され、

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設（注 3）の管理者に対し、

避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられました。

また、災害対策基本法第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿に情報を提

供している避難行動要支援者（注 4）の割合は県平均で59.7％となっています。（令

和 5（2023）年避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況調査）

市町村に対し、地域での自主防災活動の活性化や在宅、単身の高齢者、障害のある

人などの状況把握と連絡体制の確立、消防・警察等と連携した災害時の安全な避難体

制の整備を促します。

県では、地震や風水害による被害の軽減を図るため、国の「避難行動要支援者の避

難行動支援に関する取組指針」に基づき、市町村と連携し、地域の特性や実情に応じ
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た要配慮者の避難支援体制の充実を図るとともに、災害発生時に備え、関係団体と連

携し、職員の応援派遣や必要な物資の提供に係る体制整備を促進します。

介護福祉士や社会福祉士等で構成された岡山県災害派遣福祉チーム（岡山ＤＷＡＴ）

（事務局：県社会福祉協議会）との協定（令和元年 7 月締結）により、災害時に、福

祉の専門職を一般避難所に派遣し、高齢者等の要配慮者への支援につなげるとともに、

平時から、より効果的な支援活動が可能となるよう、組織体制の充実強化を促進しま

す。

また、一般避難所では生活することが困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所につ

いて、さらなる確保と受入体制の整備を進めるため、県では、運営マニュアルの周知

や研修会の開催、関係団体との連携等を通じて、市町村の取組を支援します。

さらに、介護保険施設等の要配慮者利用施設は、老人福祉法等により水害土砂災害

を含む非常災害に関する具体的な計画（「非常災害対策計画」）の作成が必要であり、

水防法又は土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画に記載された施設では、水害

や土砂災害に対応した避難に係る計画（「避難確保計画」）の作成が義務付けられてい

ることから、指導監査時の点検や説明会等を通じ、実効性のある避難確保計画の策定

や訓練の実施を施設管理者に促します。

災害発生時においても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する

ため、指定基準により、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画

等の策定、研修や訓練の実施等が義務付けられていることから、必要な助言及び適切

な援助を行います。

7　感染症対策の推進
インフルエンザやノロウイルス、新興感染症等に対しては、日頃から介護事業所等

と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症の発生に備えた平時から

の事前準備が重要です。

このため、介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備え

が講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員が感染症に対

する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよう、高齢者施設における感

染対策マニュアル等を活用し、感染症に対する知識の普及啓発を図ります。

また、市町村や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制を構築するとともに、

関係団体とも連携し、感染症発生時に備えた事業所間の応援体制や人材確保等の整備

を促進します。

さらに、緊急時に備え、感染防護具や消毒液等、初動対応に必要な物資の備蓄に努

めます。

感染症発生時においても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築す

るため、指定基準により、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計

画等の策定、研修や訓練の実施等が義務付けられていることから、必要な助言及び適

切な援助を行います。
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8　消費者被害防止対策の推進
高齢者等を狙った悪質商法や特殊詐欺による被害が多発していることから、これら

の被害防止や救済のための対策を、市町村や関係機関等と連携して進める必要があり

ます。

このため、悪質商法や特殊詐欺の手口と対処法などを紹介する講座等を開催すると

ともに、各種啓発イベントや高齢者等の被害防止に有効なテレビや新聞をはじめとし

た広報媒体を通じて、高齢者やその家族、地域住民、介護事業者等に注意喚起を行い、

被害の防止を図ります。

被害の救済や拡大防止のために、県消費生活センターや警察等で相談に応じるとと

もに、消費生活相談員へのレベルアップ研修等を通じて、身近な市町村での消費生活

相談体制の充実等を支援します。

また、高齢者の消費者被害防止のためには、周囲の見守りが重要であることから、

地域の実情に応じて、消費生活センターや市町村の相談窓口、警察、福祉関係者、地

域団体等によるネットワークの整備が図られるよう、市町村等の取組を支援します。

9　交通事故防止対策の推進
高齢化の進展に伴い、例年、交通事故死者の多くを高齢者（65歳以上）が占めてい

るほか、高齢運転者の加齢に伴う身体機能の変化によるものとみられる、発見遅れや

操作ミスなどを原因とする交通事故が多発しているなど、高齢者の交通事故防止は喫

緊の課題です。

このため、県では「第11次岡山県交通安全計画」に基づき、市町村、関係機関と連

携し、被害・加害の両面から高齢者の交通事故防止対策を推進します。

注 1：居宅介護支援事業者等の相談や援助の業務を行う事業者

注 2：精神疾患を体験した仲間（ピア）として体験を共有し、支援する人

注 3：社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設

注 4：高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発

生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため特に支援を要する者
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第４章　介護サービス基盤の整備等

この章の見込みは、市町村介護保険事業計画の推計値を集計したものです。市町村の推

計値は、これまでの給付実績等をもとに75歳以上の後期高齢者数や要支援・要介護認定者

数の伸び等を勘案して算出されています。推計は、計画期間の 3年間に加え、令和12（2030）

年度及び令和22（2040）年度についても行い、中長期的な見通しを立てています。

県では、市町村と連携し、サービスの質の向上を図るとともに、必要なサービス量の充

足に向け、事業者に参入を働きかけるなどの取組を行います。

Ⅰ　各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み等
予防給付と介護給付の対象となる介護サービスについて、これまでの利用実績や要介

護者等の増加を勘案して、サービスの種類ごとにどのくらいのサービス量が必要となる

かを年度ごとに推計したものです。

1　予防給付・介護給付別のサービス利用見込み
⑴　予防給付

【予防給付におけるサービスの利用見込み】
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⑵　介護給付

【介護給付におけるサービスの利用見込み】
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2　給付費見込み額
計画期間中の給付費のうち、在宅系サービス（訪問介護、通所介護等）が最も多く、

令和 8（2026）年度には約955億円になると見込まれます。また、施設系サービス（介

護老人福祉施設、介護老人保健施設等）は約655億円、居住系サービス（特定施設入

居者生活介護、認知症対応型共同生活介護等）は約285億円になると見込まれます。

資料：市町村介護保険事業計画における給付費（見込み）を集計したもの

※施設系サービス：介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※居住系サービス：特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

及び地域密着型特定施設入居者生活介護
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3　圏域ごと・サービスの種類ごとの量の見込み

⑴　予防給付

①　介護予防サービス（福祉用具関係を除く。）

介護予防訪問入浴介護（単位：回／月）

介護予防訪問看護（単位：回／月）

介護予防訪問リハビリテーション（単位：回／月）
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介護予防居宅療養管理指導（単位：人／月）

介護予防通所リハビリテーション（単位：人／月）

介護予防短期入所生活介護（単位：日／月）
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介護予防短期入所療養介護（単位：日／月）

介護予防特定施設入居者生活介護（単位：人／月）

②　地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護（単位：回／月）
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介護予防小規模多機能型居宅介護（単位：人／月）

介護予防認知症対応型共同生活介護（単位：人／月）

③　福祉用具・住宅改修

介護予防福祉用具貸与（単位：千円／年）
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特定介護予防福祉用具販売（単位：千円／年）

介護予防住宅改修（単位：千円／年）

④　介護予防支援

介護予防支援（単位：人／月）

注：端数処理のため、圏域の合計と県合計欄の数値が一致しない場合がある。
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⑵　介護給付

①　居宅サービス（福祉用具関係を除く。）

訪問介護（単位：回／月）

訪問入浴介護（単位：回／月）

訪問看護（単位：回／月）
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訪問リハビリテーション（単位：回／月）

居宅療養管理指導（単位：人／月）

通所介護（単位：回／月）
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通所リハビリテーション（単位：回／月）

短期入所生活介護（単位：日／月）

短期入所療養介護（単位：日／月）
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特定施設入居者生活介護（単位：人／月）

②　地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（単位：人／月）

夜間対応型訪問介護（単位：人／月）
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地域密着型通所介護（単位：回／月）

認知症対応型通所介護（単位：回／月）

小規模多機能型居宅介護（単位：人／月）
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看護小規模多機能型居宅介護（単位：人／月）

認知症対応型共同生活介護（単位：人／月）

地域密着型特定施設入居者生活介護（単位：人／月）
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（単位：人／月）

③　福祉用具・住宅改修

福祉用具貸与（単位：千円／年）

特定福祉用具販売（単位：千円／年）
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住宅改修（単位：千円／年）

④　施設サービス

介護老人福祉施設（単位：人／月）

介護老人保健施設（単位：人／月）
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介護医療院（単位：人／月）

⑤　居宅介護支援

居宅介護支援（単位：人／月）

注：端数処理のため、圏域の合計と県合計欄の数値が一致しない場合がある。
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Ⅱ　介護保険施設等の必要入所（利用）定員総数等

施設系のサービスには、広域型（施設サービス）の介護保険施設（介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院）と、地域密着型サービスの地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護があります。

居住系のサービスには、広域型（居宅サービス）の特定施設入居者生活介護と、地域

密着型サービスの認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護があ

ります。

広域型の介護保険施設等は県が、地域密着型の地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護等は市町村が、それぞれ定める必要入所（利用）定員総数の範囲内で計画的に整

備を進めています。

また、介護保険施設と地域密着型介護老人福祉施設については、生活環境をよりよい

ものとするため、ユニット型施設の整備を進めています。

1　介護保険施設及び特定施設入居者生活介護の必要入所（利用）定員総数
地域包括ケアシステムを深化・推進する観点から、市町村介護保険事業計画を基に、

県内の 5つの圏域ごとに介護保険施設の必要入所定員総数と特定施設入居者生活介護

の必要利用定員総数を定めています。これを超える定員増については、施設等に係る

指定（許可、認可）をしないこととします。

⑴　介護老人福祉施設

入所定員が30人以上の特別養護老人ホームで、要介護者のための生活施設です。

地域密着型介護老人福祉施設（入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム）の充

実を基本とした上で、中長期的な将来を見据え、県全域の状況を勘案して、必要入

所定員総数を定めています。

⑵　介護老人保健施設

要介護者にリハビリテーション等を提供し、在宅復帰を目指し在宅療養支援を行

う施設です。

中長期的な将来を見据え、県全域の状況を勘案して、必要入所定員総数を定めて

います。

⑶　介護医療院

平成30（2018）年度に創設された、医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設

です。

中長期的な将来を見据え、県全域の状況を勘案して、必要入所定員総数を定めて

います。
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⑷　介護専用型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護の充実を基本とした上で、中長期的な将来を

見据え、県全域の状況を勘案して、必要利用定員総数を定めています。

特定施設入居者生活介護とは、指定を受けた特定施設が、入居する要介護者等に

介護サービスを提供するものです。なお、指定を受けていない特定施設に入居する

要介護者等は、自宅に居住する要介護者等と同様に介護サービスを受けることがで

きます。

特定施設とは、有料老人ホーム（該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む。）、

軽費老人ホーム及び養護老人ホームです。

特定施設のうち、入居者が要介護者とその配偶者等に限られるものが介護専用型

特定施設で、それ以外が混合型特定施設です。介護専用型特定施設のうち、入居定

員が29人以下のものが地域密着型特定施設です。

⑸　混合型特定施設入居者生活介護

中長期的な将来を見据え、県全域の状況を勘案して、必要利用定員総数を定めて

います。

推定利用定員（自立・要支援者の入居割合を考慮し、混合型特定施設入居者生活

介護の事業が行われる特定施設の入居定員に県が定める係数を乗じて算出した数）

の総数がこれを超える場合には、事業者の指定をしないこととします。

推定利用定員の算出に用いる係数は、本県では、厚生労働省令で定められた上限

である70％とします。

なお、養護老人ホームが特定施設入居者生活介護に係る指定を受ける場合は、本

計画の必要利用定員総数には含めないこととします。
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【広域型施設・居住系サービスの年度別必要入所（利用）定員総数（圏域別）】
①　施設サービス�

（単位：人）

※「現在の入所定員総数」には、第 8期計画分として令和 5（2023）年度までに整備に着手し、令和 6（2024）
年度以降に指定する見込のものを含む。
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②　居住系サービス�
（単位：人）

※「混合型特定施設入居者生活介護」の括弧内の数は、混合型特定施設入居者生活介護の事業が行われる特
定施設の入居定員の総数を参考として示したものであり、必要利用定員総数を70％（推定利用定員の算出
係数：入居定員に対する要介護者の推定割合）で除して得られる数

※「現在の利用定員総数」には、第 8期計画分として令和 5（2023）年度までに整備に着手し、令和 6（2023）
年度以降に指定する見込のものを含む。

※養護老人ホームが特定施設入居者生活介護を行う場合の利用定員（令和 5（2023）年度現在792床指定）は
含まない。
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【広域型施設・居住系サービスの年度別整備目標数（圏域別）】
○「必要入所（利用）定員総数」に含むもの

※これを超える定員増については、指定等をしない。（いわゆる「総量規制」）
 

（単位：人）

※混合型特定施設入居者生活介護については、指定を受ける特定施設全体の入居定員である。必要利用定員
総数に含まれるのは、入居定員に70％を乗じて得た数
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2　地域密着型の施設及び居住系サービスの必要利用定員総数
市町村は、市町村介護保険事業計画において、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護それぞ

れの必要利用定員総数を定めています。これを超える定員増については、市町村は、

指定をしないことができます。

【年度別必要利用定員総数（市町村別）】‥
（単位：人）

※現在の利用定員総数には、第 8期計画分として令和 5（2023）年度までに整備に着手し、令和 6（2024）

年度以降に指定する見込のものを含む。



− 74 −

【年度別整備目標数（市町村別）】‥
（単位：人）
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3　個室・ユニット型施設の整備
入所者一人ひとりの意思や人格を尊重し、生活が連続したものとなるよう配慮しな

がら、個性や生活のリズムに沿って、他人との人間関係を築いた日常生活を営める環

境の整備を促進するため、市町村と連携して、介護老人福祉施設等の新設や大規模改

修、改築等においては、従来型施設に対するニーズ等にも配慮しつつ、個室やユニッ

ト型施設（個室）の整備を進めます。

入所者の生活を中心においたユニットケアの推進のためには、適切な建物（ハード）

の整備に加え、施設に従事する職員の資質向上が不可欠であり、今後の社会の変化や、

更なる高齢社会の進展、ユニットケアを提供する施設を取り巻く環境の変化等も視野

に入れた、人材の育成を進めます。

【「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（令和6
年厚生労働省告示第18号）」において示されたユニット型施設の入所定員の割合の目標】

施 設 の 区 分
令和12（2030）年度
までの達成目標

介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設 50％

うち介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設 70％

【ユニット型施設（個室又は個室的多床室）の入所定員の推移】‥
（単位：人）

H20年
（2008）

H23年
（2011）

H26年
（2014）

H29年
（2017）

R 2 年
（2020）

R 5 年
(2023)

介護老人福祉施設
入所定員計 8,142 8,411 8,908 9,673 9,818 9,818

ユニット型 1,644 2,098 2,605 3,470 3,500 3,580

介護老人保健施設
入所定員計 5,828 6,131 6,324 6,595 6,612 6,562

ユニット型 170 253 293 373 570 570

介護医療院
入所定員計 －	 －	 －	 －	 496 746

ユニット型 －	 －	 －	 －	 63 63

介護療養型医療施設
入所定員計 1,322 1,046 814 612 402 167

ユニット型 0 0 0 0 0 0

地域密着型
介護老人福祉施設

入所定員計 230 627 1,368 1,724 2,114 2,195

ユニット型 145 517 1,248 1,602 1,963 2,011

合 計
入所定員計	 ① 15,522 16,215 17,414 18,604 19,442 19,488

ユニット型	 　② 1,959 2,868 4,146 5,445 6,096 6,224

ユニット型の入所定員の割合	 (②/①) 12.6% 17.7% 23.8% 29.3% 31.4% 31.9%

再
掲

介護老人福祉施設
・地域密着型介護
老人福祉施設

入所定員計	 ③ 8,372 9,038 10,276 11,397 11,932 12,013

ユニット型	 ④ 1,789 2,615 3,853 5,072 5,463 5,591

ユニット型の入所定員の割合 (④/③) 21.4% 28.9% 37.5% 44.5% 45.8% 46.5%

※各年 4月 1日現在
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4　必要性の高い者の優先的な入所の確保
平成27（2015）年 4 月以降、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設への

入所が原則要介護 3以上の者に限定されるとともに、やむを得ない事情により居宅で

日常生活を営むことが困難な要介護 1又は 2の者については、市町村の適切な関与の

下、特例的な入所が認められたことから、平成27（2015）年 2 月に「岡山県指定介護

老人福祉施設等入所指針」の一部を改正し、適正な運用を進めています。
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第５章　人材の確保・育成及び生産性の向上等

今後、増加が見込まれる要介護状態や認知症の高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域

で生活を継続できる地域包括ケアシステムを深化・推進するためには、介護サービスに従

事する介護職員、訪問看護職員、介護支援専門員の確保及び資質の向上、介護ロボットや

ＩＣＴの活用などによる生産性の向上を図る必要があります。

Ⅰ　介護職員
介護職員は、訪問サービス・通所サービス等の在宅サービスや老人福祉施設等の施設

サービスにおいて、直接介護に従事する職員で、介護サービスの職種の中で最も多くの

人数を必要とします。

1　将来において必要となる介護職員の需給状況
令和12（2030）年に利用が見込まれる介護サービスを提供するには、介護職員が約

3万 8千人必要となります。これに対して、今後の離職者や入職者等の推移を踏まえ

た上で推計すれば、約2.7千人不足し、同様に、令和22（2040）年には、約4.4千人の

不足が見込まれます。【図表 5 - 1 】

【図表5-１】本県における介護職員の需給推計‥
（単位：人）

【参考 1】	令和27（2045）年は、需要38,577人、供給35,384人（需要と供給の差3,193人）、令和32（2050）

年は、需要37,609人、供給35,357人（需要と供給の差2,252人）と推計。

【参考 2】	この需給推計は、施策を実施する上で参考とするため、令和 4年を基準に、将来の見込み

を試算したものです。
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2　介護職員の確保における現状と課題
介護職については、「社会的に意義のある仕事」、「やりがいのある仕事」など肯定

的なイメージがある一方で、「夜勤などがあり、きつい仕事」、「給与水準が低い仕事」、

「将来に不安がある仕事」など、一面的な見方が流布し、マイナスイメージが生じて

おり、人材参入の阻害要因となっているとの指摘もあります。

介護の仕事は、我が国の社会保障制度の根幹を担う重要な仕事であり、「人を支え、

人とともに成長できる」やりがいのある仕事であることから、仕事へのマイナスイメー

ジを払拭するとともに、その魅力を広く発信していく必要があります。

福祉・介護職員の県内有効求人倍率（令和 4（2022）年度平均）は、4.19倍と全職

種の1.55倍を大きく上回っています。今後は、生産年齢人口の減少に伴って介護分野

での人材確保が一段と厳しくなることが予想されます。介護現場における身体介護業

務とそれ以外の掃除、配膳、見守り等の業務（以下「周辺業務」という。）を整理し、

介護未経験者を含む多様な人材に周辺業務を担ってもらうなど、介護人材のすそ野を

拡げるとともに、介護福祉士を目指す学生を増やす必要があります。

介護福祉士として登録している人のうち、実際に介護職員として働いている人は全

国で約 5割程度にとどまっている一方、就労状況調査（注 1）によると、現在は福祉・

介護・医療分野で働いていないが、過去に働いたことのある人のうち、41.6％は「是

非もう一度福祉・介護・医療分野で働きたい」、「条件があえば働きたい」と回答して

います。また、再就職する際の支援策として、「介護技術に関する再研修」を希望す

る回答が47.6％を占めることから、こうした復帰意欲を汲み上げ、離職者や有資格者

の再就職を支援し、即戦力として活用していく必要があります。

本県の介護職員離職率は、令和元年度から徐々に改善されつつあります（注 2）が、

仕事を辞めた理由（注 1）としては、「職場の人間関係に問題があった」、「心身の健

康状態の不調」が多くなっており、職場における雇用管理のあり方や労働環境等が要

因となっているものと考えられます。介護の仕事への定着を図るためには、介護職員

が仕事上の悩みなどを抱え込まず、安心してやりがいを感じながら働き続けることが

できる環境の整備が必要です。【図表 5 - 2 】

【図表5-2】離職率�
（単位：％）

平成28年度 
（2016）

平成29年度 
（2017）

平成30年度 
（2018）

令和元年度 
（2019）

令和 2年度 
（2020）

令和 3年度 
（2021）

令和 4年度 
（2022）

全 産 業
（全国） 15.0 14.9 14.6 15.6 14.2 13.9 15.0

全 産 業
（岡山県） 16.3 14.0 12.5 9.7 14.1 9.0 12.4

介護関係
（全国） 16.7 16.2 15.4 15.4 14.9 14.3 14.4

介護関係
（岡山県） 16.3 12.9 16.0 16.0 14.3 13.6 11.6

資料〈全産業〉：厚生労働省「雇用動向調査」

資料〈介護関係〉：公益財団法人介護労働安定センター「介護労働実態調査」
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現在、ＥＰＡ（経済連携協定）、技能実習、特定技能等の制度により、外国人を介

護職員として受け入れる事業所が増えています。このため、外国人介護人材の介護現

場での円滑な就労・定着につながる支援とともに、新たに外国人介護人材の受入れを

希望する事業所への支援が求められています。【図表 5 - 3 】【図表 5 - 4 】

【図表5-3】在留資格別外国人介護人材の受入状況

在留資格
特定活動
（ＥＰＡ）

介　護 技能実習 特定技能 留　学 その他 合計

人　数
（回答割合）

137
（16.6％）

104
（12.6％）

260
（31.5％）

252
（30.5％）

43
（5.2％）

29
（3.6％）

825
（100％）

資料：岡山県「令和 5（2023）年度外国人介護人材の受入状況等に関するアンケート調査」

【図表5-4】外国人介護人材を受け入れている事業所が行っている取組（複数回答）
	 （ｎ＝234）

取 組 回答率

勤務時間の調整 32.9％

業務内容の配慮 67.5％

日常生活の支援 75.2％

事業所での親睦行事の開催 37.6％

地域住民参加の交流会の開催 12.8％

施設（職員）による日本文化・日本語教育の実施 48.7％

休日（長期休暇）の付与 36.8％

その他 9.8％

資料：岡山県「令和 5（2023）年度外国人介護人材の受入状況等に関するアンケート調査」

このほかにも、人材確保のためには様々な課題がありますが、これらを解決し、将

来に向けて前述の介護職員の需給ギャップを埋めていくためには、国が進める職員の

処遇改善やキャリアパス制度の確立などの根幹となる取組と並行して、地域において

は、関係する機関や事業所・団体が連携・協働しながら、地域の実情に即した施策を

効率的・効果的に実施するなど、総合的な取組が求められます。

注 1：公益財団法人社会福祉振興・試験センター「令和 2（2020）年度社会福祉士・介護福祉士就労

状況調査」

注 2：公益財団法人介護労働安定センター「令和 4（2022）年度介護労働実態調査」
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3　人材確保のための施策
⑴　推進体制の整備

①　岡山県福祉人材センター

豊かな人間性を備えた質の高い人材の福祉・介護分野への就業と定着を促進す

るため、県では、社会福祉法第93条第 1項に基づき、岡山県社会福祉協議会を「岡

山県福祉人材センター」に指定して、運営を委託しています。福祉人材センター

では、無料職業紹介や就職相談・斡旋を行うほか、「福祉の就職フェア」の開催

や専門員によるきめ細かなマッチングにより、福祉・介護分野への就業を支援し

ています。また、福祉・介護分野で働く職員を対象に、各種研修会や仕事の悩み

相談を実施するなど、資質の向上と定着を促進しているほか、離職した介護福祉

士等の届出制度の推進により有資格者の復職支援を行っています。さらに、求職

者と求人事業所をつなぐ福祉人材センターは、それぞれのニーズを踏まえた福祉・

介護人材確保の中核を担う存在であり、その役割を広く周知するとともに、その

機能を高めていきます。

②　岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会

今後、生産年齢人口が減少していく中で、福祉・介護人材を継続的に確保して

いくためには、行政の取組だけではなく、魅力ある職場づくりや他業種に負けな

い採用戦略の展開など、事業所の取組も欠かせません。このため、県、県教育委

員会、福祉人材センター、事業所（団体）、職能団体、養成施設、労働局など関

係する全ての機関や団体で構成する「岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会」

において、目標を共有し、役割分担を明確にしながら、連携と協働の意識を醸成

し、オール岡山で地域の実情に応じた人材の確保に取り組みます。

⑵　人材確保の推進

介護分野への多様な人材の参入を促し、職員が生き活きと働き続けることができ

る環境づくりを行うため、以下の 4つの観点から取組を進めます。また、事業ごと

の実施状況を把握し、事後評価を行うことで施策を充実・改善しながら、中長期的

な視野を持って事業を推進します。

①　「入職者を増やす」

将来の担い手となる小・中・高校生等を対象に、介護の仕事に対する理解や魅

力を知ってもらうための出前講座や施設見学を実施するほか、介護福祉士養成施

設における若年世代の参入促進（中学校・高校等の訪問による進路相談・介護の

仕事の魅力紹介等）に係る取組を推進します。

また、若者・女性・中高年齢層の介護未経験者が介護分野へ参入するきっかけ

となる入門的な研修やセミナーの実施、外国人介護人材の受入制度や事例の紹介、

周辺業務を担う介護助手の育成や雇用の促進など、入職者のすそ野を拡げます。

さらに、福祉・介護の仕事に関する情報を一元的に集約したホームページ『お

かやまフクシ・カイゴＷＥＢ』などを活用し、介護の仕事の魅力やイベント情報
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等を積極的に発信します。

②　「離職者の再就職を促す」

離職した介護福祉士等の届出制度の推進により、現在は介護の仕事に就いてい

ない有資格者や離職者の情報を把握するとともに、ブランクがあることによる不

安を解消するため、最新の介護の知識や技術を学習するためのセミナーや就職相

談会等の開催、再就職準備金の貸付等により、スムーズな再就職を支援します。

③　「離職者を減らす」

働いている介護職員が、やりがいを感じながら安心して働き続けることができ

るよう、悩み相談の場を設けるとともに、新人職員の合同入職式を開催して仲間

づくりを促すなど、職員が悩みを抱え込まず気軽に相談できる仕組みづくりを行

います。

また、キャリアアップのための各種研修の開催等により、職員の資質向上を図

るとともに、研修受講時の代替職員の確保や研修受講経費の補助など、事業所の

人材育成等を支援する取組を行います。

外国人介護人材については、技能向上のための研修の実施や受入事業所等への

支援などにより、介護現場での円滑な就労・定着を図ります。

④　「働きやすい職場づくり」

介護職員の離職を防ぎ、求職者に選んでもらえる職場づくりには、事業所自ら

の取組が欠かせないため、人材育成や就業環境の改善などに積極的に取り組む事

業所であることを登録し、その取組内容を見える化する福祉・介護職場の認証評

価制度「おかやま☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言」の実施により、働きやす

い職場づくりを促します。

目標指標

指　標　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

「おかやま☆フクシ・カイゴ
職場すまいる宣言」登録数

386事業所 706事業所
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Ⅱ　訪問看護職員

1　訪問看護の現状
⑴　訪問看護ステーションで就業する看護職員

令和 4（2022）年12月末現在の本県の看護職員（保健師、助産師、看護師、准看

護師）就業者数は、30,014人で、そのうち訪問看護ステーションには1,130人が就

業しており、令和 2（2020）年の1,008人から122人増加しています。【図表 5 - 5 】【図

表 5 - 6 】

また、訪問看護ステーションの事業所数は、令和 5（2023）年には204事業所があ

り近年は増加しています。【図表 5 - 7 】

⑵　看護職員の確保の状況

令和 4（2022）年度の岡山県ナースセンターの有効求人倍率は 5 倍になるなど、

各施設が求める看護職員が十分に確保できていない状況です。今後の更なる高齢化

の進展や人口減少に対応するため、地域の実情に応じた、必要な看護職員の確保を

検討する必要があります。

また、専門看護師（注 1）、認定看護師（注 2）、特定認定看護師（注 3）、特定

行為研修修了者（注 4）など、専門的な看護を提供できる人材の育成を図る必要が

あります。

【図表5-5】就業場所別看護職員数（令和4（2022）年12月末現在）‥
（単位：人）

病院 診療所 助産所
訪問看護

ステーション
介護老人
保健施設

社会福祉
施設

保健所・
都道府県・
市区町村

事業所
学校・

研究機関等
その他 計

18,403 4,529 38 1,130 3,424 547 1,031 163 443 306 30,014

資料：保健師助産師看護師法第33条の規定による届出人数

【図表5-6】訪問看護ステーションの就業者数（各年12月末現在）‥
（単位：人）

平成20年 
(2008)

平成22年 
(2010)

平成24年 
(2012)

平成26年 
(2014)

平成28年 
(2016)

平成30年 
(2018)

令和 2年 
(2020)

令和 4年 
(2022)

533 543 601 638 770 868 1,008 1,130

資料：保健師助産師看護師法第33条の規定による届出人数

【図表5-7】訪問看護ステーションの事業所数（各年4月１日現在）‥
（単位：事業所）

平成26年 
(2014)

平成27年 
(2015)

平成28年 
(2016)

平成29年 
(2017)

平成30年 
(2018)

平成31年 
(2019)

令和 2 年 
(2020)

令和 3 年 
(2021)

令和 4 年 
(2022)

令和 5 年 
(2023)

119 127 139 141 148 157 163 170 181 204

資料：岡山県指導監査室

注 1　専門看護師

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく

提供するため、特定の専門看護分野の知識・技術を有し、日本看護協会が実施する認定審査に合

格した看護師。

注 2　認定看護師

特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必要とする

対象に、水準の高い看護実践をするために、特定行為研修を組み込んでいないＡ課程（令和 8

（2026）年度をもって教育を終了）を受講し、日本看護協会が実施する認定審査に合格した看護師。

注 3　特定認定看護師

認定看護師（Ａ課程認定看護師）で特定行為研修の修了者または、特定行為研修を組み込んで

いるＢ課程の認定看護師教育の受講者で、日本看護協会が実施する認定審査に合格した看護師。

注 4　特定行為研修修了者

看護師が行う診療の補助行為のうち、21区分38の行為が特定行為とされ、医師、歯科医師の判

断を待たずに手順書により特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、思考力及

び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修を修了した看護師。
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Ⅱ　訪問看護職員

1　訪問看護の現状
⑴　訪問看護ステーションで就業する看護職員

令和 4（2022）年12月末現在の本県の看護職員（保健師、助産師、看護師、准看

護師）就業者数は、30,014人で、そのうち訪問看護ステーションには1,130人が就

業しており、令和 2（2020）年の1,008人から122人増加しています。【図表 5 - 5 】【図

表 5 - 6 】

また、訪問看護ステーションの事業所数は、令和 5（2023）年には204事業所があ

り近年は増加しています。【図表 5 - 7 】

⑵　看護職員の確保の状況

令和 4（2022）年度の岡山県ナースセンターの有効求人倍率は 5 倍になるなど、

各施設が求める看護職員が十分に確保できていない状況です。今後の更なる高齢化

の進展や人口減少に対応するため、地域の実情に応じた、必要な看護職員の確保を

検討する必要があります。

また、専門看護師（注 1）、認定看護師（注 2）、特定認定看護師（注 3）、特定

行為研修修了者（注 4）など、専門的な看護を提供できる人材の育成を図る必要が

あります。

【図表5-5】就業場所別看護職員数（令和4（2022）年12月末現在）‥
（単位：人）

病院 診療所 助産所
訪問看護

ステーション
介護老人
保健施設

社会福祉
施設

保健所・
都道府県・
市区町村

事業所
学校・

研究機関等
その他 計

18,403 4,529 38 1,130 3,424 547 1,031 163 443 306 30,014

資料：保健師助産師看護師法第33条の規定による届出人数

【図表5-6】訪問看護ステーションの就業者数（各年12月末現在）‥
（単位：人）

平成20年 
(2008)

平成22年 
(2010)

平成24年 
(2012)

平成26年 
(2014)

平成28年 
(2016)

平成30年 
(2018)

令和 2年 
(2020)

令和 4年 
(2022)

533 543 601 638 770 868 1,008 1,130

資料：保健師助産師看護師法第33条の規定による届出人数

【図表5-7】訪問看護ステーションの事業所数（各年4月１日現在）‥
（単位：事業所）

平成26年 
(2014)

平成27年 
(2015)

平成28年 
(2016)

平成29年 
(2017)

平成30年 
(2018)

平成31年 
(2019)

令和 2 年 
(2020)

令和 3 年 
(2021)

令和 4 年 
(2022)

令和 5 年 
(2023)

119 127 139 141 148 157 163 170 181 204

資料：岡山県指導監査室

注 1　専門看護師

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく

提供するため、特定の専門看護分野の知識・技術を有し、日本看護協会が実施する認定審査に合

格した看護師。

注 2　認定看護師

特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必要とする

対象に、水準の高い看護実践をするために、特定行為研修を組み込んでいないＡ課程（令和 8

（2026）年度をもって教育を終了）を受講し、日本看護協会が実施する認定審査に合格した看護師。

注 3　特定認定看護師

認定看護師（Ａ課程認定看護師）で特定行為研修の修了者または、特定行為研修を組み込んで

いるＢ課程の認定看護師教育の受講者で、日本看護協会が実施する認定審査に合格した看護師。

注 4　特定行為研修修了者

看護師が行う診療の補助行為のうち、21区分38の行為が特定行為とされ、医師、歯科医師の判

断を待たずに手順書により特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、思考力及

び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修を修了した看護師。
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2　人材確保・育成のための施策
⑴　総合的な看護職員の確保対策

在宅医療等の需要増加に見合った看護職員を確保できるよう、関係団体等と連携

し、地域の実情に応じた取組を進めます。

⑵　再就業の促進

岡山県ナースセンターへの離職時の届出が確実に行われるよう、周知に努めると

ともに、ハローワーク等の関係機関と連携し、未就業看護職員の再就業の促進を図

ります。

また、未就業看護職員に対する実践的な研修や、県内各地で行う出張相談や技術

講習会により、再就業を支援します。

さらに、訪問看護を目指す看護職員が、質の高い看護を提供できるよう、講習会

を開催し、訪問看護師の確保を進めます。

⑶　資質の向上

①　訪問看護推進協議会による訪問看護に関する課題及び対策の検討、研修企画や

普及啓発事業の企画・調整等を行い、訪問看護職員の確保と資質の向上に努めま

す。

②　訪問看護ステーションと病院など機能が異なる施設の看護職員が相互に交流、

出向などを行い、幅広い視野を持った人材を育成します。

③　今後、必要とされる分野の専門看護師、認定看護師、特定認定看護師、特定行

為研修修了者の養成を支援します。また、看護師の特定行為研修制度の普及等を

行い、特定行為研修修了者の確保を進めます。

⑷　普及啓発

県民の訪問看護の利用促進を図るため、関係団体の行う医療機関等へのアプロー

チや県民に向けた情報発信及び広報活動等を支援します。
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第 5章　人材の確保・育成及び生産性の向上等

Ⅲ　介護支援専門員

1　現状と課題
本県における介護支援専門員の登録者数は、平成21（2009）年度に 1 万人に達し、

令和 4（2022）年度末時点で14,552人となっています。【図表 5 - 8 】

また、適切なケアマネジメントを実現していくため、引き続き、業務に従事する人

の確保と資質向上を図ることが重要です。

【図表5-8】本県の介護支援専門員登録数‥
（単位：人）

資料：岡山県長寿社会課

2　人材育成
介護支援専門員は、実務経験年数に応じた法定研修が体系化され、実務に従事する

場合は、その受講が義務付けられています。

このため、他職種との協働や医療との連携を進めるとともに、介護離職の防止に向

け、介護を行う家族等への支援技術の向上を含めた資質の向上を図るため、岡山県介

護支援専門員協会等の職能団体と連携し、研修の充実を図ります。

また、研修受講者の負担軽減を図るため、自宅等からの受講も可能なオンラインに

よる研修も、一部日程において実施しています。

事業所、職種間の調整や介護支援専門員に対する指導や助言等を行う主任介護支援

専門員の養成についても、実践力を高めることができるよう、事例検討等の演習カリ

キュラムの充実を図ります。
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Ⅳ　介護現場の生産性及びサービスの質の向上

県主導の下、介護人材の確保・処遇改善、介護ロボットやＩＣＴ等のテクノロジーの

導入、介護助手の活用など、介護現場の革新、生産性向上に資する様々な施策を総合的・

横断的に実施することにより、事業者に対してワンストップ型の適切な支援を行います。

具体的には、「介護生産性向上総合相談センター」を設置し、介護現場革新会議にお

いて策定する基本方針に基づき、人材確保や経営支援に関する各種事業とも連携しなが

ら、介護ロボットやＩＣＴの導入を進める介護事業者の相談等に適切に対応することに

より、介護職員の身体的負担の軽減や事業所の業務改善を図り、介護職員が質の高いサー

ビスを提供できるよう支援します。【図表 5 - 9 】

【図表5-9】介護生産性向上総合相談センターの活用イメージ
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第 6章　介護保険制度の公正・円滑な運営

第６章　介護保険制度の公正・円滑な運営

Ⅰ　制度の普及促進

1　介護サービス情報の公表
介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき、利用者が介護サービスや事

業所・施設を比較・検討して、適切に選ぶための情報を都道府県及び政令市が提供す

る仕組みです。毎年、介護サービス事業所・施設から県に報告される介護サービス情

報が、全国で一元化されたホームページで公表され、利用したい地域のサービスの内

容を確認することができます。

また、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムとの連携により、サービス付

き高齢者向け住宅の入居者が、周辺にある介護サービス事業所等を分かりやすく確認

できる機能や、空き情報（定員に対する空き数）を公表・更新した介護サービス事業

所等を検索結果の上位に表示する機能などの付加により、利便性の向上が図られてお

り、介護サービス情報の公表制度がより一層活用されるよう、市町村と連携して、制

度の周知を図るとともに、事業者に対し積極的な情報の公表・更新を働きかけ、最新

かつ充実した情報の提供に努めます。【図表 6 - 1 】

2　介護サービス事業者経営情報の調査・分析
地域において必要とされる介護サービスの確保のため、介護サービスを提供する事

業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用

その他の厚生労働省令で定める介護サービス事業者経営情報について、調査及び分析

を行い、その内容を公表するよう努めます。

また、調査・分析を通じて得られた結果は、介護サービス事業者の経営の安定に向

けた施策を検討する際の参考として活用します。

3　広報・啓発
県は、保険者である市町村と連携して、様々な機会を通じて、広く県民に対し、介

護保険制度の基本理念やサービス内容などの周知を図りながら、制度の円滑な運営を

目指します。
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【図表6-１】
県の検索サイトのＵＲＬ：https://www.pref.okayama.jp/page/571279.html
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第 6章　介護保険制度の公正・円滑な運営

Ⅱ　公正・円滑な運営と相談体制

1　要支援・要介護認定の適正化
保険給付の前提となる要支援・要介護認定は、全国一律の基準により行われます。

このため、保険者である市町村において実施される認定調査と介護認定審査会におけ

る判定審査が、基準により客観的かつ公平・公正に行われるよう、認定調査員や介護

認定審査会委員等に対する研修会を開催するとともに、保険者ごとの要介護認定の比

較データを提供するなどにより、各保険者間の要支援・要介護認定の平準化を図りま

す。

2　事業者の指導監督
介護保険制度への信頼性を維持する上では、介護報酬の不正請求や運営基準違反等

に対する厳正な対応が必要です。このため、居宅サービス事業者の増加やサービス付

き高齢者向け住宅等への居宅サービス事業所の併設といったサービス形態の多様化に

も対応した指導監督ができる体制を整備し、市町村による事業者指導と連携しながら、

重点的、効果的な指導監督を実施します。

3　岡山県介護保険審査会
要支援・要介護認定や保険料等に関して不服がある場合は、県に設置された介護保

険審査会に審査請求を行うことができます。要支援・要介護認定に関する審査請求は、

法律の専門家、保健・医療・福祉の学識経験者等で構成される合議体において、要支

援・要介護認定以外の審査請求は、被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委

員で構成される合議体において、公平・公正な審査が行われます。介護保険審査会の

適切な運営により、不服申立ての制度が円滑に機能し、権利利益の迅速かつ適切な救

済が図られるよう努めます。
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4　相談体制
介護保険制度に関する相談は、市町村や岡山県国民健康保険団体連合会、県が、そ

れぞれの役割を担いながら、重層的に対応します。

⑴　市町村・地域包括支援センター

利用者に最も身近な市町村・地域包括支援センターは、住民の各種相談に幅広く

対応するとともに、必要に応じて介護サービス事業者等の支援につないでいます。

このため、市町村・地域包括支援センターにおいて、介護サービス事業者のほか、様々

な機関と十分な連携が図られ、ワンストップの相談対応が行われるよう、技術的な

助言等を行います。

⑵　岡山県国民健康保険団体連合会

岡山県国民健康保険団体連合会は、利用者からのサービスに関する苦情等の相談

や不適正な事業者情報等の受付を行っています。このため、相談への対応等が適切

に行われるよう、技術的な助言等を行います。

⑶　県

市町村や岡山県国民健康保険団体連合会と連携を図りながら、介護保険制度に関

する相談に対応します。
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第 6章　介護保険制度の公正・円滑な運営

Ⅲ　介護給付の適正化（第6期介護給付適正化計画）

後期高齢者の増加に伴い、今後も介護サービスの利用者の増加が見込まれる中で、利

用者が真に必要とする過不足のないサービスの提供と限られた資源・財源の適切で効率

的な活用との両立が求められています。このため、市町村（保険者）における保険給付

が適正に行われ、制度が安定的に運営できるよう、県は、介護報酬支払の審査業務を担

う岡山県国民健康保険団体連合会と連携しながら、市町村の介護給付適正化の取組を支

援します。

1　市町村職員の知識・技術の習得支援
介護給付適正化は、市町村が保険者機能を発揮して積極的に取り組むべきもので、

適正化事業の実施にあたっては、市町村職員が保険給付の仕組みや給付データの分析

等に関する知識を一定程度有している必要があります。

県は、地域包括ケア「見える化」システムを活用して、保険者ごとの給付の特徴や

適正化事業に必要な着眼点等を学ぶ研修会の開催や、介護保険業務の経験の浅い職員

とベテラン職員が市町村の枠を越えて意見交換する機会を設けるなど、市町村職員の

知識・技術の習得を支援します。

2　適正化主要3事業の推進
介護給付適正化の効果の高いものとして、国の介護給付適正化指針に定められてい

る主要 3事業のうち、ケアプラン点検及び縦覧点検・医療情報との突合は、給付費の

適正化に直結しています。ケアプラン点検については、県は、効率的・効果的実施方

法の普及を重点的取組と位置付け、全ての市町村において主要 3事業が実施されるよ

う、研修会等を通じて支援を行います。また、縦覧点検・医療情報との突合は、市町

村が岡山県国民健康保険団体連合会に委託することにより、介護報酬支払の審査過程

におけるチェックを効率的・効果的に行っています。【図表 6 - 2 】【図表 6 - 3 】【図

表 6 - 4 】
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【図表6－2】適正化主要3事業

【図表6-3】適正化主要3事業の取組状況

主要 3事業の実施状況

令和 3 (2021)年度 令和 4 (2022)年度

実施状況
(市町村)

実施率
(％)

過誤件数
（件）

効果額
(千円)

実施状況
(市町村)

実施率
(％)

過誤件数
（件）

効果額
(千円)

①　要介護認定の適正化 26 96 26 96

②　ケアプラン点検 26 96 41 164 25 92 0 0

住宅改修・福祉用具実態調査 25 92 23 85

③　縦覧点検・医療情報との突合 27 100 1,639 14,124 27 100 1,538 51,115

（任意）介護給付費通知 27 100 27 100

資料：介護給付適正化実施状況調査等

※第 6 期介護給付適正化計画から、介護給付適正化主要 5 事業は介護給付適正化主要 3 事業に再

編され、介護給付費通知は任意事業として位置付けられています。

【図表6-4】ケアプラン点検の状況

ケアプラン全数に占める点検数
の割合(％)

令和 3 (2021)年度
（市町村）

令和 4 (2022)年度
（市町村）

0 1 1

～ 0.5未満 12 9

0.5以上 ～ 1.0未満 3 5

1.0以上 ～ 1.5未満 0 2

1.5以上 ～ 2.0未満 1 1

2.0以上 ～ 2.5未満 1 1

2.5以上 ～ 3.0未満 2 2

3.0以上 ～ 3.5未満 0 0

3.5以上 ～ 4.0未満 0 0

4.0以上 ～ 7 6

資料：岡山県長寿社会課
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第 6章　介護保険制度の公正・円滑な運営

3　ケアプラン点検の効率的・効果的実施方法の普及
ケアプランは、利用者ごとの介護サービスの種類と量を定めるものです。

ケアプラン点検では、ケアプランのうち、居宅サービス計画及び介護予防サービス

計画に組み込まれたサービスが、利用者の状態に見合った真に必要なものとなってい

るかを点検し、介護支援専門員に対し、適切なケアプランの作成を促すことにより、

給付の適正化につなげます。

ケアプラン点検は、多くの市町村で実施されていますが、ケアプラン全数に占める

点検数の割合は低い状況です。

このため、市町村が、効率的・効果的にケアプラン点検を実施し、給付の適正化に

結び付けることができるよう、岡山県国民健康保険団体連合会の協力の下、介護給付

適正化システム及びケアプランを分析するためのシステムの活用により、点検の必要

性の高いケアプランの抽出方法を普及します。

また、県民局単位で、市町村職員に対し、実践形式のケアプラン点検演習を実施す

るとともに、不適切な可能性の高いケアプランについては、岡山県介護支援専門員協

会の協力の下、ケアプラン点検アドバイザーを派遣して、市町村が行う介護支援専門

員の対面指導を支援します。【図表 6 - 5 】

【図表6-5】市町村のケアプラン点検の支援

4　適正化事業と事業者指導監督との連携
ケアプラン点検から浮かび上がった不適切な事例などの情報は、県及び市町村の事

業者指導監督部門と共有し、事業者指導に活用する等、適正化事業と事業者指導監督

機能の連携を進めます。
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目標指標

指 標 名
現 状

令和 4 (2022)年度
目 標

令和 8 (2026)年度末

適正化主要 3 事業全てを実施
している市町村数

26市町村 27市町村

ケアプラン点検アドバイザー
を派遣する市町村数

13市町村 18市町村
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計画の目標指標（再掲）
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資 　 料
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　　資　料

Ⅰ　介護給付等対象サービスの事業量の見込み
	

（単位：人、千円）

※市町村介護保険事業計画における推計値を集計したもの

※施設系サービス：介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※居住系サービス：特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

及び地域密着型特定施設入居者生活介護
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Ⅱ　岡山県の人口構造・高齢者（65歳以上）の状況

1　人口構造	
（単位：人）

資料：総務省統計局「国勢調査」

2　高齢者のいる世帯の状況の推移	
（単位：世帯、％）

資料：総務省統計局「国勢調査」
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　　資　料

3　高齢者の住居状況	
（単位：世帯、％）

資料：総務省統計局「令和 2（2020）年国勢調査」

4　一人暮らし高齢者の状況	
（単位：人、％）

資料：総務省統計局「令和 2（2020）年国勢調査」

5　高齢者の就業状況	
（単位：人、％）

資料：総務省統計局「令和 2（2020）年国勢調査」
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6　老人クラブの加入状況	
（単位：人、％）

資料：福祉行政報告例、岡山県毎月流動人口調査

※各年度末現在（ただし、60歳以上人口は毎年10月 1 日現在）

7　高齢者の市町村別状況
	 （単位：人、％）

資料：岡山県毎月流動人口調査（全国は総務省統計局人口推計月報・概算値）

※令和 5（2023）年10月 1 日現在

※高齢化率は、総人口（年齢不詳を除く）に対する高齢者数の割合
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　　資　料

8　圏域別年齢区分別人口構成比

資料：岡山県毎月流動人口調査

※令和 5（2023）年10月 1 日現在

9　高齢者医療の現状
【後期高齢者医療制度】（国制度）

平成20（2008）年 4月 1日から老人保健制度に代えて開始

ア　対 象 者	 75歳以上の者

	 65～74歳の一定の障害のある者

イ　一部負担金	 原則として医療費の 1割

	 一定以上の所得者は 2割

	 現役並み所得者は 3割

ウ　実 施 主 体 	 	後期高齢者医療広域連合（窓口業務及び保険料徴収事務は市町

村）

後期高齢者医療の実施状況

資料：厚生労働省「後期高齢者医療事業年報」



− 102 −

10　要支援・要介護認定者数等

⑴　要支援・要介護認定者数の推移�
（単位：人）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 5年 3月末は「同（月報）」

⑵　要支援・要介護認定者数�
（単位：人）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 5年 3月末は「同（月報）」
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　　資　料

⑶　県内市町村の要介護度別認定率�
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 5（2023）年 3月末
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⑷　県内市町村の要介護度別認定率（年齢調整済み）�
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 5（2023）年 3月末、

総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

※認定率を比較するため、地域間の人口構造（性・年齢構成）の差による影響を除いて比較可能とな

るよう、全国の第 1号被保険者の性別・年齢階級別の人口構造を用いて調整計算された認定率
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　　資　料

⑸　都道府県の要介護度別認定率�
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 5（2023）年 3月末
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⑹　都道府県の要介護度別認定率（年齢調整済み）	
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 5（2023）年 3月末、

総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

※認定率を比較するため、地域間の人口構造（性・年齢構成）の差による影響を除いて比較可能とな

るよう、全国の第 1号被保険者の性別・年齢階級別の人口構造を用いて調整計算された認定率
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　　資　料

11　サービスの利用状況
⑴　サービス受給者数の推移�

（単位：人／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）
※居宅サービス、地域密着型サービスには、それぞれ介護予防サービス、地域密着型介護予防サービ
スを含む。

※サービス間の重複利用がある。
※平成12年度の居宅サービス、施設サービス及び平成18年度の地域密着型サービスは11か月分の 1か
月平均

※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均
※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護は、居宅サービス
から地域密着型サービスへ移行

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防サービスから地
域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サー
ビス分から）

⑵　主な居宅（介護予防）サービスの利用状況�
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給
付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数
※平成12年度は11か月分の１か月平均
※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均
※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護は、居宅サービス
から地域密着型サービスへ移行

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防サービスから地
域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サー
ビス分から）
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⑶　主な地域密着型（介護予防）サービスの利用状況�
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成18年度等、サービス開始年度は11か月分の 1か月平均

※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護は、平成24年 4 月サービス分

から。

※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護（利用定員19人未

満）が、居宅サービスから地域密着型通所介護へ移行

⑷　居宅（介護予防）サービス、地域密着型（介護予防）サービスの支給限度基準額

に対する平均利用割合

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書に係るもの

※居宅（介護予防）サービス及び地域密着型（介護予防）サービスについては、要介護度に応じた「支

給限度基準額」（保険対象費用の上限）が設定されている。（ただし、両サービスのうち、（介護予防）

居宅療養管理指導及び施設系・居住系のサービスは、対象外）

※「平均利用単位数」は、対象サービスの総利用単位数を利用者数で除して計算（ここでは、居宅介

護支援及び介護予防支援（ケアマネジメント）の件数を「利用者数」としている。）
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　　資　料

⑸　施設系・居住系のサービスの利用状況等

①　施設系のサービスの利用状況�
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12年度の各欄、平成18年度の地域密着型サービス及び平成30年度の介護医療院は11か月分の 1

か月平均

※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

②　施設系のサービスの要介護度別の利用状況�
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12年度及び平成18年度は11か月分の 1か月平均

※令和 4～ 5年度は当月サービス分
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③　施設サービスの受給者数�
（単位：人／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※平成12年度の各欄及び平成30年度の介護医療院は11か月分の 1か月平均

※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

※平成19年度からは、同一月に 2施設以上で施設サービスを受けた場合、施設ごとにそれぞれ受給者

数を 1人と計上するが、計には 1人と計上しているため、 4施設の合算と計が一致しない。

④　施設サービスの要介護度別の受給者数�
（単位：人／月）

資料：平成17年度以前は厚生労働省「介護保険事業調査」、平成18～令和 3 年度は同「介護保険事業

状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※平成18年度は11か月分の 1か月平均

※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均
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　　資　料

⑤　居住系のサービスの利用状況�
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※介護予防を含む。

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12～13年度は統計が無い。

※認知症対応型共同生活介護は、平成18年 3 月サービス分までは居宅サービス、平成18年 4 月サービ

ス分から地域密着型サービスに位置づけられている。

※平成18年度の地域密着型特定施設入居者生活介護は11か月分の 1か月平均

※令和 5年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

⑥　居住系のサービスの要介護度別の利用状況�
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12～13年度は統計が無い。

※平成18年度は11か月分の 1か月平均、また、経過的要介護は要支援 2に含めている。

※令和 4～ 5年度は当月サービス分
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12　介護給付費の支給状況等

⑴　介護給付費（介護予防を含む）の推移�
（単位：百万円）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4 年度は「同（月報）」及び長寿社会課調
べ

※ 1　居宅サービス、地域密着型サービスには、それぞれ介護予防サービス、地域密着型介護予防サー
ビスを含む。

※ 2　平成12年度の居宅サービス、施設サービス及び平成18年度の地域密着型サービスは11か月分
※ 3　「その他」の内訳は、次のとおりである。

・高額介護（介護予防）サービス費
・高額医療合算介護（介護予防）サービス費［平成20年 4 月サービス分からで平成21年 8 月か
ら支給申請受付］

・特定入所者介護（介護予防）サービス費［低所得の施設入所者の補足給付、平成17年10月サー
ビス分から］

・審査支払手数料	等
ただし、第 1期及び第 2期の「計画」及び「計画比」においては、これらの費用は、居宅サービ

スに含む。
※ 4　平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護は、居宅サー

ビスから地域密着型サービスへ移行
※ 5　平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防サービスか

ら地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は
4月サービス分から）

⑵　構成割合
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　　資　料

⑴　介護給付費（介護予防を含む）の推移（つづき）�
（単位：百万円）

⑵　構成割合（つづき）
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13　県内保険料基準額（月額）の推移	
（単位：円／月）

市町村名 市町村合併の年月日

第1期 第2期

市町村名

第3期

平成12（2000） 
－平成14（2002）

平成15（2003） 
－平成17（2005）

平成18（2006） 
－平成20（2008）

岡山市 3,384 3,920
岡山市 4,760御津町 平成17（2005）/3/22 2,900 2,800

灘崎町 平成17（2005）/3/22 2,858 4,200
建部町 平成19（2007）/1/22 2,900 3,600 建部町 4,870
瀬戸町 平成19（2007）/1/22 3,516 2,419 瀬戸町 3,407
玉野市 3,172 3,600 玉野市 4,400
備前市 平成17（2005）/3/22 2,700 3,700

備前市 4,200日生町 平成17（2005）/3/22 2,358 3,608
吉永町 平成17（2005）/3/22 2,600 4,167

邑久広域連合（牛窓町、邑久町、長船町) 平成16（2004）/11/1 2,741 3,316 瀬戸内市 4,600
山陽町 平成17（2005）/3/7 2,691 3,750

赤磐市 4,100
赤坂町 平成17（2005）/3/7 2,516 3,641
熊山町 平成17（2005）/3/7 2,058 3,258
吉井町 平成17（2005）/3/7 3,116 3,975
和気町 平成18（2006）/3/1 3,150 3,891

和気町 4,267
佐伯町 平成18（2006）/3/1 2,450 2,691

加茂川町 平成16（2004）/10/1 2,900 3,200
吉備中央町 4,450

賀陽町 平成16（2004）/10/1 2,741 3,308
倉敷市 3,366 3,920

倉敷市 4,760船穂町 平成17（2005）/8/1 2,753 3,830
真備町 平成17（2005）/8/1 3,200 3,825
笠岡市 2,825 3,484 笠岡市 4,142
井原市 2,900 3,200

井原市 4,100美星町 平成17（2005）/3/1 2,308 2,900
芳井町 平成17（2005）/3/1 2,158 3,700
総社市 平成17（2005）/3/22 3,000 3,400

総社市 4,100山手村 平成17（2005）/3/22 2,800 4,213
清音村 平成17（2005）/3/22 2,990 3,705
金光町 平成18（2006）/3/21 2,904 4,300

浅口市 4,920鴨方町 平成18（2006）/3/21 2,886 4,280
寄島町 平成18（2006）/3/21 3,396 4,540
早島町 2,860 3,140 早島町 3,630
里庄町 3,183 3,980 里庄町 4,390
矢掛町 2,666 3,050 矢掛町 4,300
高梁市 平成16（2004）/10/1 2,708 3,233

高梁市 3,600
有漢町 平成16（2004）/10/1 2,952 3,100
成羽町 平成16（2004）/10/1 2,550 2,358
川上町 平成16（2004）/10/1 2,833 3,625
備中町 平成16（2004）/10/1 2,808 2,450

阿新広域事務組合（新見市、大佐町、神郷
町、 哲多町、 哲西町）

平成17（2005）/3/31 2,214 2,900 新見市 3,750

北房町 平成17（2005）/3/31 2,208 3,142

真庭市 3,580

勝山町 平成17（2005）/3/31 2,722 2,860
落合町 平成17（2005）/3/31 2,640 2,907
湯原町 平成17（2005）/3/31 2,943 3,313
久世町 平成17（2005）/3/31 2,571 2,974
美甘村 平成17（2005）/3/31 2,533 3,098
川上村 平成17（2005）/3/31 2,508 2,100
八束村 平成17（2005）/3/31 2,880 2,850
中和村 平成17（2005）/3/31 2,555 3,100
新庄村 2,257 3,061 新庄村 3,693
津山市 3,307 3,730

津山市 4,268
加茂町 平成17（2005）/2/28 2,866 4,441
阿波村 平成17（2005）/2/28 2,783 3,325
勝北町 平成17（2005）/2/28 2,708 3,608
久米町 平成17（2005）/2/28 2,441 2,816
勝田町 平成17（2005）/3/31 3,583 3,759

美作市 4,200

大原町 平成17（2005）/3/31 2,700 3,266
東粟倉村 平成17（2005）/3/31 2,716 3,200
美作町 平成17（2005）/3/31 2,716 4,167
作東町 平成17（2005）/3/31 2,733 3,650
英田町 平成17（2005）/3/31 2,708 3,691
鏡野町 平成17（2005）/3/1 2,191 3,333

鏡野町 3,535
富村 平成17（2005）/3/1 3,141 3,492

奥津町 平成17（2005）/3/1 2,075 3,558
上齋原村 平成17（2005）/3/1 1,925 2,241
勝央町 2,775 3,584 勝央町 4,383
奈義町 2,733 3,575 奈義町 3,700

西粟倉村 2,728 2,649 西粟倉村 3,500
久米南町 2,450 3,075 久米南町 3,650
中央町 平成17（2005）/3/22 2,625 2,441

美咲町 3,900旭町 平成17（2005）/3/22 2,058 2,992
柵原町 平成17（2005）/3/22 3,250 3,917

岡山県加重平均 3,072 3,663 岡山県加重平均 4,449
全国加重平均 2,911 3,293 全国加重平均 4,090

資料：岡山県長寿社会課
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　　資　料

13　県内保険料基準額（月額）の推移（つづき）	
（単位：円／月）
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Ⅲ　県全体及び圏域別要介護認定者数等の見込み

※数値は、市町村介護保険事業計画を集計したもの

1　県全体
【前期高齢者数、後期高齢者数】‥

（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（県全体）
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　　資　料

2　県南東部圏域
【前期高齢者数、後期高齢者数】‥

（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（県南東部圏域）
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3　県南西部圏域
【前期高齢者数、後期高齢者数】‥

（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（県南西部圏域）
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　　資　料

4　高梁・新見圏域
【前期高齢者数、後期高齢者数】‥

（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（高梁・新見圏域）
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5　真庭圏域
【前期高齢者数、後期高齢者数】‥

（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（真庭圏域）
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　　資　料

6　津山・勝英圏域
【前期高齢者数、後期高齢者数】‥

（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（津山・勝英圏域）
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Ⅳ　介護給付等対象サービスの利用実績等

1　介護サービス等給付費の全国平均との比較
次のグラフは、岡山県の第 1 号被保険者一人当たりの介護給付費の実績（令和 4

（2022）年 9 月サービス分）を、全国平均を100とした場合の指数で示して比較したも

のです。

訪問サービスと居宅介護支援・介護予防支援が全国平均を下回っています。それ以

外のサービスの多くは全国平均を上回っています。

⑴　給付費全体（予防給付を含む）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」

※地域密着型サービス（居住系）：	認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の計

※地域密着型サービス（在宅系）：居住系を除く地域密着型サービスの計

※福祉用具・住宅改修サービス：福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の計

※訪問サービス：	訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

の計

※通所サービス：通所介護、通所リハビリテーションの計

※短期入所サービス：短期入所生活介護、短期入所療養介護の計
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　　資　料

⑵　在宅系のサービス　－　居宅サービス、介護予防サービス

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」

⑶　在宅系のサービス　－　地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）
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⑷　施設系・居住系のサービス

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」
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　　資　料

2　居宅サービス、介護予防サービス（居住系のサービスを除く。）

⑴　訪問介護

介護福祉士等の訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・

食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の必

要な日常生活上の世話を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護は、介護予防サービスから地域支援事業（介護予

防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サービス分から）

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑵　訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車等で居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービ

スです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑶　訪問看護、介護予防訪問看護

主治医の指示に基づき、看護師又は保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※保険医療機関の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指定があったも

のとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑷　訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法

その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※保険医療機関の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指定があったも

のとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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　　資　料

⑸　居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士

が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

・医師、歯科医師：計画的・継続的な医学的・歯科医学的管理に基づく居宅介護

支援事業者等に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供や利用者等

に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導と

助言

・薬剤師：医師又は歯科医師の指示・薬学的管理指導計画に基づく薬学的な管理

と指導

・歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師：訪問歯科診療を行った歯科医師の指

示・訪問指導計画に基づく口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導

・管理栄養士：計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づく栄養指導

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指

定があったものとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑹　通所介護

老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉セ

ンター等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等に関する相談と助言、健康状

態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。（利用

定員19人以上）

※利用定員19人未満は、地域密着型通所介護です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防通所介護は、介護予防サービスから地域支援事業（介護予

防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サービス分から）

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、通所介護と通所リハビリテーションの計
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⑺　通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所で、主治医の指示に基づき、心身

の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その

他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

注：介護予防通所リハビリテーションの計画及び実績は（人/月）、 1人当たりは利用日数（日/月）

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、通所介護と通所リハビリテーションの計

※介護老人保健施設、介護医療院の開設許可があったときに指定居宅サービス事業者の指定があった

ものとみなされる「みなし指定」の数を含む。

※保険医療機関の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指定があったも

のとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑻　短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させ、

入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービ

スです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、短期入所生活介護と短期入所療養介護の計
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⑼　短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、診療所、療養病床を有す

る病院に短期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護と機能訓練その他必

要な医療・日常生活上の世話を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、短期入所生活介護と短期入所療養介護の計

※保険医療機関（診療所、療養病床を有する病院に限る。）の指定があったときに介護保険事業者（指

定居宅サービス事業者）の指定があったものとみなされる「みなし指定」（平成30年度から）の数

を含む。

※介護老人保健施設、介護医療院の開設許可又は介護療養型医療施設の指定があったときに指定居宅

サービス事業者の指定があったものとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑽　福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

福祉用具（日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具であって、

日常生活の自立を助けるもの）（車いすや特殊寝台等）のうち厚生労働大臣が定め

るものについて、福祉用具専門相談員の助言に基づき貸与するサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均に12を乗じたもの

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑾　特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

福祉用具のうち入浴や排せつに使用するもの（貸与になじまない腰掛便座、入浴

補助用具、簡易浴槽等）その他の厚生労働大臣が定めるものについて、福祉用具専

門相談員の助言に基づき販売するサービスです。

上記により特定福祉用具を購入したときに、現に特定福祉用具の購入に要した費

用の額の一部を支給します。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均に12を乗じたもの

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑿　住宅改修、介護予防住宅改修

手すりの取付け、段差解消その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行っ

たときに、現に住宅改修に要した費用の額の一部を支給するサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均に12を乗じたもの
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⒀　居宅介護支援、介護予防支援

居宅介護支援は、居宅要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとと

もに、計画に基づくサービスの提供が確保されるようサービス事業者その他の者と

の連絡調整その他の便宜の提供を行うサービスです。また、施設入所を要する場合

は施設への紹介その他の便宜の提供を行うサービスです。

居宅サービス計画は、居宅サービスや地域密着型サービス、必要な保健医療・福

祉サービス等の適切な利用等ができるよう、心身の状況・環境・本人や家族の希望

等を勘案し、利用する居宅サービス等の種類と内容・担当者、本人や家族の生活に

対する意向、総合的な援助の方針、健康上や生活上の問題点と解決すべき課題、居

宅サービス等の目標と達成時期・提供する日時・留意事項・負担額を定める計画です。

介護予防支援は、居宅要支援者の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成する

とともに、計画に基づくサービスの提供が確保されるようサービス事業者その他の

者との連絡調整その他の便宜の提供を行うサービスです。

介護予防サービス計画は、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービス、介

護予防・日常生活支援総合事業、介護予防に資する保健医療・福祉サービス等の適

切な利用等ができるよう、居宅サービス計画と同様の事項を定める計画です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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3　地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス（施設系・居住系のサービ
スを除く。）

⑴　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、介護福祉

士等の訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の

介護、これらに付随して行われる調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談

と助言その他の必要な日常生活上の世話を行うとともに、主治医の指示に基づき、

看護師又は保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問

し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問介護と訪問看護を一体的に提供する事業所と、訪問看護を行う事業所と連携

して訪問介護を提供する事業所があります。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成24年 4 月サービス分から始まったサービス
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⑵　夜間対応型訪問介護

夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、介護福祉士等の

訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、

生活等に関する相談と助言その他の必要な日常生活上の世話を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑶　地域密着型通所介護

老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉セ

ンター等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等に関する相談と助言、健康状

態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。（利用

定員19人未満）

※利用定員19人以上は、居宅サービスの通所介護です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護（利用定員19人未

満）が、居宅サービスの通所介護から地域密着型通所介護へ移行
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⑷　認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

認知症である利用者を対象に、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、

養護老人ホーム、老人福祉センター等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等

に関する相談と助言、健康状態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練

を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑸　小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者の心身の状況や環境等に応じて、その選択に基づき、「通い」を中心として、

「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。

介護福祉士等の訪問介護員（ホームヘルパー）等の居宅への訪問、又はサービス

の拠点への通所や短期間宿泊により、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・

掃除等の家事、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他の必要な日常生

活上の世話、機能訓練を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑹　看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組合せにより提供するサービスです。

小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、訪問看護を提供することができる事

業者が行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成24年 4 月サービス分から始まったサービス
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4　居住系のサービス

⑴　特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護

指定特定施設（特定施設であって、特定施設入居者生活介護に係る指定に係るも

の）に入居している要介護者・要支援者に対し、指定特定施設が、特定施設サービ

ス計画・介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、

洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の日常生活上の世話・支援、

機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。

※特定施設とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームであって、地

域密着型特定施設でないものです。

有料老人ホームには、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を

含みます。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員（定員は、指定を受けた特定施設全体の入居定員）
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⑵　認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

要介護者・要支援者であって認知症であるものに対し、認知症グループホーム（共

同生活住居）において、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話・

支援、機能訓練を行うサービスです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員

※平成18年 3 月サービス分までは居宅サービス、平成18年 4 月サービス分から地域密着型サービス



− 146 −

⑶　地域密着型特定施設入居者生活介護

指定地域密着型特定施設（地域密着型特定施設であって、地域密着型特定施設入

居者生活介護に係る指定に係るもの）に入居している要介護者に対し、指定地域密

着型特定施設が、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事

等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の日常生活上の

世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。

※地域密着型特定施設とは、特定施設であって入居者が要介護者とその配偶者等に

限られるもの（介護専用型特定施設）のうち、入居定員が29人以下のものです。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員
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5　施設系のサービス

⑴　介護老人福祉施設

入所定員30人以上の特別養護老人ホームであって、入所する要介護者（原則は要

介護 3～ 5）に対し、施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員

（参考）第 1号被保険者100人当たりの介護老人福祉施設の定員

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」、「令和 4年介護サービス施設・事業所調査」
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⑵　介護老人保健施設

要介護者で、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営

むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に

基づき、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生

活上の世話を行う施設です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員
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⑶　介護医療院

要介護者で、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計

画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他

必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員

※平成30年 4 月サービス分から始まった施設サービス
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⑷　介護療養型医療施設※

療養病床等を有する病院・診療所であって、療養病床等に入院する要介護者に対

し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行う施設です。

※法改正により、令和 5（2023）年度末で廃止となりました。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員
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⑸　地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

入所定員29人以下の特別養護老人ホームであって、入所する要介護者（原則は要

介護 3～ 5）に対し、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施

設です。

利用の状況

資料：令和 3年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 4～ 5年度は「同（月報）」

※令和 5年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 5年 4月の括弧内は、定員
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⑹　特別養護老人ホームの入所申込者数	
（単位：人）

○圏域別内訳
県南東部

	 （単位：人）

県南西部
	 （単位：人）

高梁・新見
	 （単位：人）

真庭
	 （単位：人）

津山・勝英
	 （単位：人）

資料：岡山県長寿社会課

※県内の特別養護老人ホーム（地域密着型を含む。）に入所申込をしているものの、調査時点で当該

施設に入所していない県民の数

※重複申込等（複数の施設への申込、申込後の死亡等）を除いて、入所申込者の実数に近づけている。
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⑺　ユニット型の入所定員の推移（圏域別）
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6　地域支援事業	
（単位：千円）

資料：岡山県長寿社会課

※令和 5（2023）年度実績は見込み額

地域支援事業の全体像

※介護（予防）給付の財源構成において、施設等給付の場合は、国20％、県17.5％
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　　資　料

Ⅴ　介護保険制度の概要

1　介護保険制度の仕組み
介護保険の保険者は、市町村であり、制度運営を主体として行い、国、県、医療保

険者、年金保険者が重層的に支え合う構造となっています。国と県は、財政負担を行

うほか、市町村の制度運営を支援します。サービス提供体制についても、市町村が「介

護保険事業計画」で定める目標の達成を支援します。
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2　保険給付の全体像
介護保険の保険給付（サービス）には、要介護者に対する介護給付、要支援者に対

する予防給付、市町村が独自に行う市町村特別給付があります。介護サービスの費用

は、一部を利用者が負担し、残りが介護保険から給付されます。ただし、施設サービ

ス等の食費・居住費・滞在費は原則として保険給付の対象外です。介護保険の給付は、

医療保険・後期高齢者医療制度の給付や公費負担医療制度等に優先しますが、労働災

害や公務災害については、その給付が介護保険に優先します。

また、市町村は、介護予防を目的とした地域支援事業を行うとともに、第 1号被保

険者の保険料（65歳以上の人が納める保険料）を財源として、被保険者や家族等の介

護者を対象として保健福祉事業を実施することができます。

利用者の自己負担

※ 1：在宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額（保険対象費用の上限）が設定さ

れている。

※ 2：サービス計画作成等のケアマネジメント（居宅介護支援・介護予防支援）は全額が保険給付さ

れる。

※ 3：日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要

となる費用（例：理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用など）
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3　介護サービスの利用の手続
被保険者が介護保険の給付を受けるためには、市町村の認定を受ける必要がありま

す。「要介護者」又は「要支援者」と認定された被保険者に対し、介護の必要の程度（及

び状態の維持・改善可能性）に応じたサービスが保険給付される仕組みです。「要介

護者」とは常時介護を必要とする状態の人、「要支援者」とは家事や身支度等の日常

生活に支援を必要とする状態の人です。市町村は、認定のための審査・判定の機関と

して、介護認定審査会を設置します。

サービス利用の手続
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介護給付等対象サービス等の種類
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4　介護保険制度の改正
介護保険制度は、法施行 5年目には制度が検証され、高齢者の自立支援と尊厳の保

持という基本理念を踏まえ、その持続可能性を高める改正が行われています。

介護保険制度の改正の経緯
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Ⅵ　計画策定の体制

1　市町村及び県関係部局相互間の連携
市町村ごとの要介護認定率や介護給付費の推移、広域型施設の市町村別利用状況等

の比較データを基に市町村の特徴を可視化するなどにより、市町村の計画策定を支援

しています。こうした過程を経て、市町村において推計されたサービスの種類ごとの

必要見込み量を積み上げて、県全体の推計を行っています。

また、医療、健康、地域福祉、障害福祉、住宅、災害対策に関する施策を所管する

部局が連携し、関係する他の計画との整合を図るとともに、調和を保っています。

2　岡山県介護保険制度推進委員会での審議と県民意見の募集
計画策定に当たり、学識経験者、保健医療福祉関係者、被保険者の代表等で構成す

る「岡山県介護保険制度推進委員会」において審議を行い、その結果を踏まえて、お

かやま県民提案制度（パブリック・コメント）により、広く県民から意見を募り、計

画に反映しています。

⑴　岡山県介護保険制度推進委員会設置要綱

（目的）

第 1条　介護保険制度の円滑な推進及び岡山県介護保険事業支援計画・岡山県高齢者保

健福祉計画の進捗状況の進行管理について関係者の幅広い参画により審議・検討を行

うため、岡山県介護保険制度推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第 2条　委員会は、次に掲げる事項について検討する。

⑴　岡山県介護保険事業支援計画の進行管理に関すること。

⑵　岡山県高齢者保健福祉計画の進行管理に関すること。

⑶　事業者指導・サービス評価の実施方策に関すること。

⑷　身体拘束ゼロ作戦の推進方策に関すること。

⑸　その他介護保険制度の推進に必要な事項に関すること。

（組織）

第 3条　委員会は、委員16名以内で組織する。

2　委員は、保健・医療・福祉の学識経験者、保険者・被保険者の代表、サービス事業

者等のうちから知事が委嘱する。

（会長及び副会長）

第 4条　委員会に、会長 1名及び副会長 1名を置き、委員の中から互選する。

2　会長は委員会を代表し、会務を総括する。

3　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
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（任期）

第 5条　委員の任期は 2年とする。

2　委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第 6条　委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2　委員会には、必要に応じて部会及び専門部会を置くことができる。

（意見の聴取）

第 7条　委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を受け、

又は意見を聴くことができる。

（費用の弁償）

第 8条　委員の会議出席に要する費用は、岡山県が弁償する。

2　前項に規定する費用弁償の額及び支給方法は、別に定める。

（庶務）

第 9条　委員会の庶務は、岡山県子ども・福祉部長寿社会課において処理する。

（その他）

第10条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。

附　則

この要綱は、平成12年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この要綱は、平成12年12月20日から施行する。

附　則

この要綱は、平成13年 4 月 1 日から施行する。

附　則

1　第 5条第 1項の規定にかかわらず、平成19年度指定に係る委員の任期は平成21年 3

月末までとする。

2　この要綱は、平成19年 7 月19日から施行する。

附　則

この要綱は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。
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⑵　委員名簿（令和6年3月現在）

敬称略　区分ごとに五十音順
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Ⅶ　計画策定の経緯

○岡山県介護保険制度推進委員会の開催

第 1回　令和 5（2023）年 6月 5日

第 2回　令和 5（2023）年10月23日

第 3回　令和 5（2023）年11月27日

第 4回　令和 6（2024）年 2月13日

○おかやま県民提案制度（パブリック・コメント）による県民意見の募集

令和 5（2023）年12月19日～令和 6（2024）年 1月18日

○市町村ヒアリングの実施

第 1回　令和 5（2023）年 8月21日～ 9月 1日

第 2回　令和 5（2023）年 9月27日～10月 6 日
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